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Ⅰ 活力のある産業を育て雇用をつくるまち 
（産業経済部門） 

 農林水産業や商工業などの既存産業と観光とのネットワーク化を進め、活力のある産業

を創造するまちを目指します。 

 

 

１ 農林業の振興 

主要施策 目標数 事業数 

① 儲かる農業の推進 2 5 

② 農地の利活用と集落ぐるみでの地域農業の推進 2 ５ 

③ 畜産経営の安定化と地域農業との連携  1 

④ 儲かる林業の推進 2 4 

２ 水産業の振興 

主要施策 目標数 事業数 

① 地元漁船の存続 2 3 

② 担い手確保対策 1 3 

③ 浜田漁港エリアの活性化 1 4 

④ 販路拡大対策 1 3 

⑤ 漁業資源確保対策 2 2 

⑥ 漁港・海岸施設の老朽化対策 2 2 

３ 商工業の振興 

主要施策 目標数 事業数 

① 製造業の振興  1 

② 商業・サービス業の振興 1 3 

③ 産業を支える人材育成  2 

④ 創業・起業への支援と事業承継 1 2 

４ 国際貿易港浜田港など港湾を活用した産業振興 

主要施策 目標数 事業数 

① 港湾整備の推進による物流機能の強化 1 3 

② 港の利用促進と取扱貨物量の増加 1 2 

③ クルーズ客船等の誘致促進 1 2 

５ 観光・交流の推進 

主要施策 目標数 事業数 

① 「お宝観光資源」を活用した観光商品化と石見神楽の振興 2 6 

② 観光客の受入体制の整備と滞在型観光の推進 1 4 

③ イベント等の開催や合宿等の誘致 1 3 

④ 地域間交流、国際交流の推進  2 

６ 企業立地による雇用の推進 

主要施策 目標数 事業数 

① 企業立地の推進 1 4 

② 若者や U・I ターン者等の雇用の促進 1 2 

合計  26   68 

【担当部】 ・産業経済部 
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１ 農林業の振興 

 

 

● 農業・農村においては、農業者の高齢化や担い手不足、米価など農産物価格の低迷に

より、優良な農地が利活用されず、耕作放棄地が拡大する傾向にあり、農地や水路、農

道などの保全管理が困難な状況に直面しています。さらに、農業が最も大きな影響を受

けると予想されるＴＰＰ交渉については、国や県と連携し、地方の実態を考慮した実効

性のある具体的な対策の取り組みが必要です。一方、消費者や食品産業界からは、安全・

安心で新鮮な農産物や多彩で高品質な食品へのニーズが高まっており、地域が共同で農

地を守る体制づくりと、中山間地域の特性を活かした生産から加工、販売に至るまでの

戦略的な取り組みが必要です。 

● 林業においては、長期にわたる材価の低迷、森林所有者の高齢化や不在化による山離

れが深刻な状況の中、「伐って使って、植えて育てる」循環型林業の確立に向け、儲かる

林業ビジネスモデルの構築を引き続き推進します。また、木質バイオマス発電など木質

チップなどの木材需要の増加が見込まれており、木材の利用拡大と安定供給に向けた体

制づくりとともに、森林が本来持っている地球温暖化や土砂災害の防止機能を最大限に

発揮するため、健全な森林の整備・育成を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 農村の活性化と農業・農村の多面的機能の維持のため、地域の特性を活かした農業に

取り組むとともに、農業を核とした地域活性化を図るため、浜田の顔となる農産物の振

興と農家所得の向上を目指し、10年先を見越した儲かる農業の確立を推進します。 

● 儲かる林業ビジネスモデルの構築を引き続き推進するとともに、健全な森林の整備・

育成を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 
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（資料：農林業センサス）

■農家の戸数・世帯員数の推移
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

振興作物農業産出額の増加 

平成26年度 平成33年度 振興作物（大粒ぶどう、赤
梨、西条柿、組合せ作物）
の農業産出額 

○○千円 ○○千円 

新規就農者の新規認定数の増加 

平成26年度 平成33年度 
就農計画が新たに認定され
た農業経営体数 3経営体 

毎年 
1経営体 

※ 振興作物の組合せ作物を選定中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 主要施策 

 

ピオーネなどの大粒ぶどう、赤梨、西条柿を本市の

顔となる振興作物とし、地域にあった組合せ作物づく

りを推奨しながら、意欲ある農業者の育成と新規就農

者の確保に努め、担い手への農地集積や大規模農業団

地の整備による安定した農業経営と農家所得の向上

を目指します。 

また、振興作物を核とした農商工連携を通じて付加

価値のある商品開発や農産品のブランド化等を推進

するとともに、販路開拓に向けた情報発信や産直活動

を促進し、農産物の生産・加工・販売までを行う 6次

産業化を進め、産直市の販売額アップに努めます。 

さらに、安全で安心な食を提供するため、有機農業

等の環境に配慮した農業の推進と食の正しい知識を

学ぶ食育の展開により、地産地消の推進に努めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○農地中間管理事業 

○農林水産振興がんばる地域応

援総合事業 

○元気な浜田農産物振興プロジ

ェクト事業 

○ふるさと農業研修生育成事業 

○中山間地域総合整備事業（浜

田東部） 

 

農業・農村は、農地の保全だけでなく、水源の

涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成など多

面的な機能を有しており、その維持のため、地域

の特性を活かした農業を振興し、農業を核とした

地域の活性化に努めます。 

また、農業・農村の活性化のため、中心的な担

い手である認定農業者、集落営農組織、農業サポ

ート経営体の育成や連携を進め、水稲による農地

の保全に努め、飼料用米の作付面積の拡大等によ

り、主食用米の生産に依存した地域農業の構造改

革を推進します。 

農業者の生産意欲を減退させる有害鳥獣につい

ては、被害防止対策と捕獲対策を強化し、営農活

動を支援します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○中山間地域等直接支払事業 

○多面的機能支払交付金事業 

○耕作放棄地再生利用推進事業 

○農業振興基金（仮称）事業 

○有害鳥獣被害防止施設整備事

業 

② 農地の利活用と集落ぐるみでの地域農業の推進 

① 儲かる農業の推進 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

認定農業者数の新規認定数の増加 

平成26年度 平成33年度 
農業経営改善計画が新たに
認定された農業経営体数 1経営体 

毎年 
1経営体 

集落営農組織数の増加 

平成26年度 平成33年度 
集落営農組織の規約が作成
されている組織数 30組織 33組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

原木生産量の増加 

平成26年度 平成33年度 

原木生産量 
32,654㎥ ○○㎥ 

森林経営計画策定面積の増加 

平成26年度 平成33年度 
森林法に定める森林経営計
画の策定面積 6,257ha ○○ha 

※ 県の計画の見直しとの整合性を調整中。 

 

 

③ 畜産経営の安定化と地域農業との連携 

畜産経営で発生する環境負荷については、耕種

農家との連携を軸に堆肥化とその活用を促進する

仕組みを支援し、経営基盤の安定化を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○家畜導入資金貸付事業 

④ 儲かる林業の推進 

儲かる林業ビジネスモデルの構築については、高

性能林業機械、コンテナ苗を利用した伐採から植栽

までの一貫施業などの効率化による低コスト型作

業システムの構築を目指します。 

木材の安定供給については、利用期を迎えた森林

において主伐を推進し、建築用材や合板への供給拡

大を図ります。 

また、地域木材の公共建築物等への利用や林内に

放置された木材を木質チップとして有効活用する

取り組みを推進するとともに、ナラ類等の広葉樹は

シイタケの原木として利用するなど、木材の利用拡

大を図ります。 

また、健全な森林の整備・育成のため、作業道な

どの路網整備を効率的に進め、間伐等の施業を適切

に実施するとともに、マツ枯れ等の病害虫被害防止

を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○森林整備加速化・林業再生事

業 

○森林整備地域活動支援事業 

○保全松林健全化整備事業 

○林地残材有効活用・地域活性

化支援事業 
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２ 水産業の振興 

 

 

● 水産業を取り巻く情勢は、平成 2年の水揚量 19万 8,000トン、水揚金額 116億 3,000

万円をピークに漁獲量が減少し、魚価の低迷、漁船の老朽化、漁業就業者の高齢化や後

継者不足、漁業資源の減少、消費者の魚離れ、漁港・海岸施設の老朽化などによって厳

しい状況が続いています。 

● 基幹産業の水産業の振興を図るた

めには、地元の沖合底曳網漁船 5 ヶ

統とまき網漁船 2 ヶ統の存続や、浜

田漁港の取扱量を増やすための外来

船の誘致、また、魚価の維持・向上

のための荷捌所や冷凍冷蔵庫等の整

備、「山陰浜田港」水産物の販路拡大

等、抜本的な対策が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 地元漁船の存続対策をはじめ、外来船の誘致、市場などの浜田漁港受入施設・設備等

の整備、浜田漁港エリアの活性化対策、「山陰浜田港」水産物の販路拡大対策などの視

点から施策を展開し、水産業の活性化を図ります。 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

326 

259 

201 184 

128 

352 

275 

214 
193 

135 

0 

100 

200 

300 

平成5年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年

個人経営体 団体経営体 その他
(経営体)

■漁業経営体数の推移

（資料：漁業センサス）

※平成20年漁業センサス以降の「その他」は、学校及び試験場は調査の対象

外となった。

679 

430 

270 
216 

167 

132 

145 

170 

149 

109 

811 

575 

440 

365 

276 

0 

200 

400 

600 

800 

平成5年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年

15～64歳 65歳以上

（人)
■年齢（区分）別漁業就業者数の推移

（資料：漁業センサス）

グラフ追加 



【第 2章 前期基本計画】 3 部門別計画 

第 2 次浜田市総合振興計画 - 6 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

沖合底曳網漁業リシップ事業取り組

み統数の増加 

平成26年度 平成33年度 リシップ事業（リシップ等

による収益性回復の取り組

み）を実施した船団数 
3ヶ統 5ヶ統 

まき網漁業構造改革取り組み統数の

増加 

平成26年度 平成33年度 まき網漁船 2 ヶ統存続のた

めの漁業構造改革取り組み

船団数 
0ヶ統 2ヶ統 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

新規漁業研修者数の増加 

（若者漁業者・ふるさと漁業研修生） 

平成26年度 平成33年度 
新規漁業研修者数 
（6年間の累計） 3人 18人 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

高度衛生管理型荷捌所整備率の増加 

平成26年度 平成33年度 
高度衛生管理型荷捌所（沖
底用・まき網用）の整備率 0％ 100％ 

(3) 主要施策 

 
① 地元漁船の存続 

地元の沖合底曳網漁船 5 ヶ統と、まき網漁船 2

ヶ統の全船存続のため、漁船の老朽化対策を含め

た漁業構造改革を推進し、漁業生産性の向上や収

益性改善の取り組みを支援し、漁業経営の安定化

を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○浜田地域沖合底曳網漁業構

造改革推進事業 

○漁業経営安定資金貸付金 

○（仮称）浜田地域まき網漁業

構造改革推進事業 

② 担い手確保対策 

漁業就業者の担い手を確保するため、新規学卒

者やＵ・Ｉターン者の受入れを支援します。 

また、新規就業者に対する資金援助と技術指導

を行い、一本釣り等の沿岸漁業の担い手の創出・

育成に努めます。 

県立浜田水産高等学校が実施する担い手育成の

取り組みを支援します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○若者漁業者確保支援事業 

○ふるさと漁業研修生育成事業 

○新規自営漁業者定着支援資金 

③ 浜田漁港エリアの活性化 

外来船誘致を推進し、魚価を維持・向上させる

ために、高度衛生管理型荷捌所や冷凍冷蔵庫の整

備を推進します。 

また、全国の消費者に安全で安心な水産物を提

供するため、衛生管理の整った一次処理施設の整

備や協業化を推進し、支援します。 

また、瀬戸ケ島埋立地を有効活用し、原井地区

との機能分担や連携に配慮しながら、水産業の活

性化と地域振興の拠点整備に取り組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○(仮称)浜田漁港高度衛生管理型

荷捌所整備事業 

○(仮称)冷凍冷蔵庫整備支援事業 

○(仮称)一次処理施設整備推進事

業 

○瀬戸ケ島埋立地活用事業 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

「どんちっち」ブランド加盟業者数
の増加 

平成26年度 平成33年度 ブランド規格に基づく「ど
んちっち三魚」の取扱業者
（団体）数 

130店 140店 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

ヒラメ稚魚育成尾数の増加 

平成26年度 平成33年度 
ヒラメ稚魚の育成尾数 

（6年間の累計）  8万尾 48万尾 

アワビ稚貝放流数の増加 

平成26年度 平成33年度 
アワビ稚貝の放流数 

（6年間の累計） 16,000個 96,000個 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

漁港機能保全計画策定箇所数の増加 

平成26年度 平成33年度 漁港機能保全計画策定箇所
数（津摩、古湊、福浦漁港
の 3か所） 

1か所 3か所 

漁港海岸長寿命化計画策定箇所数の
増加 

平成26年度 平成33年度 
漁港海岸長寿命化計画策定
箇所数（折居漁港海岸） 0か所 1か所 

④ 販路拡大対策 

平成 26年度に制定した「浜田港四季のお魚」を

はじめ、浜田漁港で水揚される全ての魚を「山陰

浜田港」産として市内や広島、首都圏等にＰＲし、

販路拡大に取り組みます。本市特選水産ブランド

「どんちっち三魚」も継続してＰＲに努めます。 

また、各種イベントやお魚料理教室を開催し、

小中学生や市民へ浜田の水産業に関する出前講座

等を通じて魚食の普及を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○「山陰浜田港」水産物ブラン

ド化推進事業 

○「山陰浜田港」水産物販売促

進事業 

○ＢＢ大鍋フェスティバル助成

事業 

⑤ 漁業資源確保対策 

ヒラメ稚魚の中間育成・放流やアワビ稚貝の放

流を実施し、栽培漁業、資源管理型漁業を推進し、

漁業資源の確保を図ります。 

また、養殖業（海面養殖と陸上養殖）の可能性

について、県や大学等の研究機関とも連携を図り

検討を進めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○栽培漁業事業化促進事業 

○水産資源確保対策事業 

⑥ 漁港・海岸施設の老朽化対策 

老朽化により機能や安全性が低下している漁

港・漁港海岸施設について、長寿命化（ストック

マネジメント手法）計画を策定し、これに基づい

て、改修を実施し、施設の機能保全に努めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○水産物供給基盤機能保全事業 

○海岸保全施設整備事業（漁港

堤防等老朽化対策） 
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３ 商工業の振興 

 

 

● 本市は、豊富な地域資源や食料品製造業の集積がある一方、公的マネーへの依存が大

きい産業構造となっています。また、本市の産業構造の特徴は、依然、域内市場産業が

域外市場産業に対して優位にあり、構造転換が図られていない現状にあります。 

● 「製造業」「卸売業，小売業」「建設業」等の主要産業において、公共投資に依存した

産業構造が十分改善されない段階で、公共事業の減少を主要因として、事業所数や従業

員数、総生産額などの事業活動を示す数値の低下・減少が明らかになっています。 

● 地域経済構造の転換は依然もっとも重要な課題であり、自立した地域経済への転換が

必要です。 

● 郊外型大型店舗やコンビニエンスストアの進出等により、小売業などの小規模事業主

の廃業と空き店舗数が増加してい

る現状であり、地元の大学、専門

学校、学生などの若者や女性が集

まるような魅力ある商店・店舗づ

くりが求められています。創業・

起業や女性経営者等による女性の

視点に立った経営戦略を支援し、

次の時代を担う小規模事業主の増

加を図るとともに、後継者不在の

既存事業主に対する事業承継に取

り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

 

グラフ追加 

（平成19年までは商業統計調査、平成21年以降は経済センサスより）

1,233 1,159 
1,035 1,041 
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■商業事業所数・従業者数の推移
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● 域外マネー獲得規模の大きい域外市場産業、特に製造業に対して重点的に支援し、そ

の競争力を強化するとともに、新分野進出、創業・起業など、内発的な経済活動への支

援を行います。それに企業立地等外来的な経済活動を加えて、新たな商工業の振興を図

ります。 

● 創業・起業や事業承継に対する支援を行い、次の世代を担う事業主の育成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 製造業の振興 

中心市街地における空き店舗を解消し、商業機能

を回復させるため、本市の安全で安心な食材を利用

した飲食業や小売業の新規出店を促し、空き店舗の

有効活用に取り組みます。 

商店街や商工団体が主体となって行う商店街活性

化事業等への支援を強化するとともに、商店街間の

連携強化に努め、商業の活性化を図ります。 

地元の農水産物やユネスコ無形文化遺産に登録さ

れた「石州半紙」などの商品開発や販売促進に取り

組みます。 

はまだ産業振興機構による関東・関西方面を中心

とした浜田産品の販売促進活動やバイヤー招聘を行

うとともに、広島市場開拓室による山陽方面の飲食

店やスーパー等への浜田産品の販路開拓を積極的に

推進し、域外マネーの獲得を図っていきます。 

域外へのマネー流出を抑制し、域内での消費を増

やすため、地産地消（「Buy Hamada」）を推進します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○商業活性化支援事業 

○中小企業イノベーション

支援事業 

○元気な浜田情報発信事業 

② 商業・サービス業の振興 

 

本市の経済・雇用において大きなウェイトを占めて

いる製造業の経営基盤の強化のため、新製品・新技術

の開発や販路拡大、食料品製造業における衛生環境整

備等の支援を行います。 

また、近年急速に拡大している人手不足を解消する

ため、職業訓練やトライアル雇用などの制度を、ハロ

ーワークと連携し、啓発します。 

さらに、地域で生産される一次産品を加工し、付加

価値を付けて販売する新たな製造業の創出について

も、関係機関と連携し、支援を行います。 

〈主な事業・取り組み〉 

○中小企業イノベーション

支援事業 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

新商品の開発件数の増加 

平成26年度 平成33年度 
本市の助成金を活用した新
商品の開発累積件数 66件 102件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

開業企業数の維持 

平成26年度 平成33年度 

市内での年間の開業企業数 
33件 33件 

③ 産業を支える人材育成 

商工会議所や商工会が行う中小企業対策事業等へ

の支援を通じ、地域産業を支える人材育成への取り

組みを進めます。 

各産業の専門家や市民、経営者、関係団体と連携

し、企業の競争力の強化や人材育成、後継者確保等

に取り組みます。 

中学生・高校生へのキャリア教育や企業のインタ

ーンシップ受け入れ、地元産業の周知を関係機関と

ともに推進し、この地域の次の時代を担う人材の育

成に取り組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○浜田・江津地区雇用推進協

議会事業 

○起業家支援プロジェクト事

業 

④ 創業・起業への支援と事業承継 

創業・起業者の増加につなげるため、起業への意

識を啓発して起業者の育成を図るとともに、関係機

関と連携して起業者への支援を充実させ、起業への

気運を高めます。 

また、事業承継を推進していくことで、後継者不

足による廃業を抑制し、地元企業の強みを活かした

経営による経済活動の維持及び雇用の安定化を図

ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○起業家支援プロジェクト事

業 

○商業活性化支援事業 
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４ 国際貿易港浜田港など港湾を活用した産業振興 

 

 

● 本市は重要港湾である浜田港と三隅港を有しており、地域の産業・経済を支える重要

な物流拠点となっています。なかでも県内唯一の国際貿易港である浜田港は、平成 22年

に重点港湾 43 港に選ばれ、平成 23 年には、国における原木機能の日本海側拠点港に選

定されました。また、山陰自動車道と直結する臨港道路福井 4 号線の整備や倉庫の完成

などの港湾整備が進められています。 

● 浜田港においては、長浜地区でのパーム椰子殻の取扱いの開始や福井地区のコンテナ

貨物の取扱量の増加に伴い、埠頭の拡大や大型船舶の寄港を可能とする水深の確保など、

更なる港湾インフラの整備が必要となっています。また、三隅港では取扱い貨物の多様

化による更なる利用促進が求められています。 

● このように、港湾整備の推進や利用促進により、企業活動の活発化を促進し、地域産

業の振興を図ることが課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 物流機能の強化のため更なる港湾インフラの整備を推進し、浜田港及び三隅港の利用

促進を図ることにより、地域産業の振興を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

外貿内貿貨物取扱量の増加 

平成26年 平成33年 

浜田港の取扱い貨物量 
52万トン 70万トン 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 
① 港湾整備の推進による物流機能の強化 

浜田港の物流機能を強化するため、埠頭の拡大や

水深確保、アクセス道路の整備等について国・県等

の関係機関へ積極的に働きかけ、地域経済を支える

物流拠点として更なる港湾整備の推進を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○港湾活用促進事業 

○浜田港振興会負担金 

○臨港道路福井4号線整備事業

（国事業） 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

移入

移出

輸入

輸出

■浜田港の外貿内貿貨物量の推移 

（単位：トン） 
（単位：千トン） 

■浜田港の貿易相手国（平成 26年、上位 5か国） 

順位 順位

1 ロ シ ア 35,293 1 カ ナ ダ 88,799

2 韓 国 10,179 2 インドネシア 81,450

3 台 湾 6,887 3 中 国 23,451

4 中 国 4,219 4 ア メ リ カ 8,894

5 ベ ト ナ ム 582 5 韓 国 5,439

輸　出 輸　入

出典：島根県浜田港湾振興センター「浜田港要覧 2015」 
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■浜田港コンテナ実績（RORO船実績を含む）
年度
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
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1,559 1,491
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1,698 1,749
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（TEU）

（年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

コンテナ貨物取扱量の増加 

平成26年度 平成33年度 
浜田港と韓国・釜山港との
国際定期コンテナ航路のコ
ンテナ取扱量 

3,414TEU 4,500TEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

クルーズ客船の寄港回数の増加 

平成26年度 平成33年度 
浜田港へ寄港するクルーズ
客船の年間回数 2回 5回 

 

 

※「TEU」 1TEUは、20フィートコンテナ 1本に相当し、40フィートコンテナ 1本は 2TEUに相当する。 

※「ポートセールス」 貿易貨物の集積、寄港船舶の誘致を目的とした港湾の振興策。 

② 港の利用促進と取扱貨物量の増加 

港湾関係行政機関や港湾事業者と連携を図りなが

ら、コンテナ船大型化への対応、福井埠頭の拡大や

港全体の効率的な利用に向けた検討を進めるととも

に、市内及び市外企業へ港の活用方法の周知やポー

トセールスを積極的に行い、浜田港及び三隅港の更

なる利用促進により取扱い貨物量の増加に努めま

す。 

〈主な事業・取り組み〉 

○港湾活用促進事業 

○浜田港振興会負担金 

③ クルーズ客船等の誘致促進 

 国内外のクルーズ客船や水上飛行機などの誘致

を促進することにより、市内への観光入込客数の増

加を図り、地元産品等の販売促進や観光施設の利用

促進を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○港湾活用促進事業 

○浜田港振興会負担金 

■浜田港定期コンテナ航路の取扱貨物量の推移 
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５ 観光・交流の推進 

 

 

● 島根県の観光入込客は、県東部を中心に推移し、県西部への波及は少なく、本市の観

光入込客数は減少傾向にあります。 

● 観光客のニーズは多様化しており、有名な観光地だけでなく、地域に眠っている「お

宝観光資源」を精査し、その地域の観光商品として活用することが必要です。 

● 既存の観光事業者や団体・市民が連携した受入体制や観光施設の整備が求められてい

ます。 

● 観光客以外にも、イベントやシンポジウム等の開催、スポーツ文化合宿の誘致、ツー

リズムや都市間交流による交流人口の拡大が必要です。 

 

 

 

● 「お宝観光資源」の魅力を精査して観光商品として確立するとともに、観光事業者や

団体等が連携した観光客の受入体制の整備に努めます。 

● 観光施設の整備を行い、イベント等による交流人口や観光客等の宿泊客数を増加し、

外貨獲得に繋がる観光施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

■観光客の推移 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

浜田の五地想ものがたり協
賛店舗数の増加 

平成26年度 平成33年度 浜田の食材にこだわった
地産地消メニュー提供店
舗数 

34店舗 40店舗 

はまごちツープライス料理
提供食数の増加 

平成26年度 平成33年度 浜田の五地想ものがたり
協賛店の 1,400 円、2,800
円の提供食数 

1,400円  17,009食 

2,800円  10,629食 

1,400円  30,000食 

2,800円  20,000食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

宿泊客数の増加 

平成26年 平成33年 
市内のホテル・旅館・民宿等の
年間（1月～12月）宿泊客数 225,043人 250,000人 

(3) 主要施策 

 

①「お宝観光資源」を活用した観光商品化と石見神楽の振興 

「お宝観光資源」を観光客のニーズに応じた観光商

品として確立し、地域の魅力として発信します。特に

観光協会等との連携を強め、観光マネジメント機能の

強化に取り組みます。 

また、平成 31 年の浜田開府 400 年記念イベントに

向け、浜田の歴史・文化を再認識するため、貴重な歴

史・文化・自然に恵まれた「城山公園」を整備し、観

光・交流の拠点とします。 

あわせて、石見神楽の観光拠点を整備し、定期公演

を行うとともに、神楽社中の広域連携を推進します。 

さらに、浜田の旬のごちそうを「はまごち」と銘打

ち、加盟店や提供食数の増加を図り、浜田の食の魅力

化に取り組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○「ようこそ！浜田」事業 

○浜田城周辺整備事業 

○(仮称)浜田歴史神楽館整備

事業 

○浜田開府 400 年記念イベン

ト事業 

○石見神楽振興事業 

○浜田の五地想ものがたり推

進事業 

② 観光客の受入体制の整備と滞在型観光の推進 

 
浜田開府 400年に向け、市全体でのおもてなし気運

を醸成するため、おもてなし講座やボランティアガイ

ド養成講座を開催するとともに、観光協会や広島ＰＲ

センターと連携し、観光客の受入体制の整備に取り組

みます。 

また、国民宿舎「千畳苑」や良質な泉源を有する旭

温泉、美又温泉の魅力向上策に取り組み、民間と連携

した宿泊観光客の受入体制を確保します。 

さらに、瀬戸ケ島埋立地におけるブルーツーリズム

の拠点整備などの新たな集客施設や市民の健康増進

の核となる施設整備を検討するとともに、市内全域で

外国語表記など統一感のある看板など、観光施設の整

備を推進します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○「ようこそ！浜田」事業 

○観光協会助成事業 

○国民宿舎「千畳苑」改修事業 

○瀬戸ケ島埋立地活用事業 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

合宿等誘致人数の増加 

平成26年度 平成33年度 

合宿等誘致事業の年間利用人数 
3,642人 5,000人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ イベント等の開催や合宿等の誘致 

 

各種シンポジウムやイベントの開催、合宿やコ

ンベンションの誘致など、新たな切り口により交

流人口の拡大を図るとともに、豊かな自然や歴史、

文化を活かした都市農山漁村体験交流推進事業に

取り組み、定住の入口機能の充実を図ります。 

 

〈主な事業・取り組み〉 

○広浜鉄道今福線観光資源活

用事業 

○合宿等誘致事業 

○はまだ農山漁村体験交流推

進事業 

④ 地域間交流、国際交流の推進 

 
在住外国人への支援や民間国際交流団体の活動

を支援するとともに、海外の友好都市との交流を深

め、多文化共生社会の実現と国際性豊かな人材育成

に努めます。 

また、浜田藩や島村抱月、石州和紙等を縁とした

都市との相互交流や「食」による地域間連携を進め

交流人口の増加を図ります。 

さらに、県境をまたいだ関係自治体との交流も推

進し、広域的な観光資源を活用した魅力づくりと外

国人観光客も視野に入れた誘客について検討しま

す。 

〈主な事業・取り組み〉 

○浜田国際交流協会助成事業 

○浜田市と邑南町との「食」を

通じた観光・文化交流事業 
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６ 企業立地による雇用の推進 

 

 

● 企業立地を促進するためには、その業種に応じた工場用地や事務所の確保などが必要

です。昨年、遊休施設を活用してＩＴ企業を誘致したところですが、今後も立地奨励制

度を充実し、遊休土地・施設の活用や土地造成などの対応が重要となります。 

また、今後、三隅発電所の作業従事者や各種イベントの人員を受け入れるため、域外

マネーを獲得するホテル等の立地も必要となっています。 

● 「島根あさひ社会復帰促進センター」や「三隅発電所」は、本市や周辺市町の地域経

済を支える重要な社会資本であり、これらの施設を核とした地域経済の活性化を図る必

要があります。 

● 本市の有効求人倍率は、近年 1.0 倍を超え、求職者よりも求人が多い状況ですが、求

職者数が最も多い事務職に対し、求人数が多い職種は、接客業、介護業、保健師・看護

師、製造業、建設・土木業などで、雇用のミスマッチを解消する必要があります。 

 

 

● 企業立地によって地元産業全体の裾野を広げ、多様な雇用機会を提供することにより、

若者の域外流出を防ぐとともに、Ｕ・Ｉターン者の受入を推進します。 

● 雇用のミスマッチを解消し、多様な就労機会を提供するため、島根県やはまだ産業振

興機構など、関係機関と連携して企業立地を推進します。 

● 「島根あさひ社会復帰促進センター」や「三隅発電所」を核とした地域経済の活性化

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 企業立地の推進 

〈主な事業・取り組み〉 

○企業立地促進奨励金 

○ソフト産業立地促進補助金 

○浜田市工場誘致条例に基づ

く固定資産税の課税免除 

○高速通信網環境整備支援 

企業立地の重点業種として、多くの雇用が見込ま

れる食料品などの製造業や、情報処理系の学生を雇

用できるＩＴ企業、多くの旅行・ビジネス客を受け

入れるホテル等の業種を重点として取り組みます。 

また、島根あさひ社会復帰促進センターの誘致の

ように、地域経済に波及効果の大きい国、県の公共

的な施設等の立地も推進します。 

さらに、企業立地のための用地確保に向けて、新

たな用地の開発も含めた検討を進めます。立地企業

の要望に応じて、中山間地域へのＦＴＴＨ（光ファ

イバー網）の整備を促進します。 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

新規立地企業数の増加 

平成26年度 平成33年度 
新規に立地した企業数 

（6年間の累計） 1社 12社 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

新規学卒地元就職者数の増加 

平成26年度 平成33年度 
地元の高校・大学を卒業して市
内企業に就職する学生数 57人 100人 

② 若者やＵ・Ｉターン者等の雇用の促進 

地元企業の雇用確保のため、浜田・江津地区雇用

推進協議会を中心に各関係機関と連携し、市内の県

立高等学校や専修学校、大学生、Ｕ・Ｉターン者が

地元企業に就職するための支援に取り組みます。 

また、無料職業紹介所の運営により、求職者と地

元企業のマッチングに取り組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○浜田・江津地区雇用推進協

議会事業 

○無料職業紹介事業 

※浜田公共職業安定所調べ 

グラフ等追加 
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空白 

（調整ページ） 
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  Ⅱ 健康でいきいきと暮らせるまち 
（健康福祉部門） 

 保健・医療・福祉サービスが充実し、誰もが安心して生活できる環境を備えた健康でい

きいきと暮らせるまちを目指します。 

 

 

１ 医療体制の充実 

主要施策 目標数 事業数 

① 医療従事者の確保  2 

② へき地医療体制の充実 1 3 

③ 救急医療体制の充実  1 

④ 「かかりつけ医」の普及・定着の促進 1 2 

２ 健康づくりの推進 

主要施策 目標数 事業数 

① 生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進 1 3 

② がん対策の推進 1 1 

③ 市民自らが取り組む健康づくり運動の推進  3 

④ こころの健康づくりの推進  1 

３ 子どもを安心して産み育てる環境づくり 

主要施策 目標数 事業数 

① 健やかな育ちに向けた支援 1 3 

② ゆとりある子育てへの支援 2 4 

③ 安心・安全な子育て環境の整備 1 ４ 

４ 高齢者福祉の充実 

主要施策 目標数 事業数 

① 地域包括ケアシステムの構築 1 1 

② 生涯現役のまちづくり 1 2 

③ 介護予防と生活支援体制の充実 1 2 

④ 認知症高齢者支援施策の充実 2 2 

５ 障がい者福祉の充実 

主要施策 目標数 事業数 

① 地域における障がい者福祉サービスの充実 1 4 

② 障がいのある人一人ひとりの自立と社会参加の促進 1 3 

③ 共に生きるバリアフリー社会の実現 1 1 

６ 地域福祉の推進 

主要施策 目標数 事業数 

① 地域の支え合い活動の推進と支援  3 

② 地域での自立した生活への支援  1 

③ 避難行動要支援者への支援体制の充実 1 1 

 

合計  17   47 

【担当部】 

・健康福祉部 
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１ 医療体制の充実 

 

 

● 全国的な医師不足が深刻な問題となっている中、中核病院である浜田医療センターで

も特定診療科の常勤医師の不在や不足がみられ、民間医療機関においても医師の高齢化

や後継者不足の問題を抱えています。 

 また、看護師等の医療従事者※１も不足している状況であり、育成と確保が必要となっ

ています。 

● 「浜田市健康づくりと地域医療を守り育てる条例」に基づき、将来にわたって安定し

た良質な医療が確保されるよう、民間医療機関や国民健康保険診療所、中核病院は、相

互に連携するとともに、医療に対する住民の理解を深めながら、それぞれの役割を担う

ことが必要です。 

さらに、中核病院の診療体制の維持についての支援が必要です。 

■医師の充足率 

区 分 全国 島根県 浜田市 島根県充足率 浜田圏域充足率 

医師 237.8人 275.2人 240.2人 78.4％ 71.9％ 

（注）人数は平成 24年 12末の人口 10万人に対する医師従事者数（充足率は平成 26年 10月 1日現在） 

 

 

● 地域住民が安心して医療が受けられるよう、医療従事者の確保など地域医療を維持し

ていくために必要な対策について、地域医療機関と連携して取り組みます。 

● 地域住民と医師との意思疎通を図り、病院勤務医師や診療所医師の重要性が認識でき

る機会の設定や啓発を行い、医師等医療従事者にとって住みやすく働きやすい環境整備

等の支援を行います。 

● 地域医療を担う医療従事者の育成や招へいを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 
① 医療従事者の確保 

 
医師確保については、中山間地域包括ケア研修

センターへ医学生を積極的に受け入れるととも

に、ＳＮＳ※２を活用して全国に情報発信を行い、

医師の誘致に努めます。後期研修医の受入体制に

ついては、研修の内容や研修プログラムの充実に

取り組みます。 

また、若い世代の医療への関心を高めるため、

中学生の夏休み医療体験学習を実施します。 

看護師等確保については、准看護学校修学資金

による助成やリハビリテーションカレッジ島根の

入学者に対する助成を実施します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○地域医療連携事業 

○リハビリテーションカレッジ

島根支援事業 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

浜田市国民健康保険診療所の常勤医
師数の増加（へき地診療所等 5施設） 

平成27年度 平成33年度 中山間地域の医療を支える
へき地診療所等の医師の人
数 

3人 4人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

浜田医療センターへの紹介状の
件数・率の増加 

平成26年度 平成33年度 「かかりつけ医」からの 

文書による紹介状件数・率（紹介
状の率が高いほど「かかりつけ
医」の普及・定着の推進となる） 

10,136件 

81.48％ 

11,282件 

90.00％ 

 
 
 
※１ 医療従事者：医師、薬剤師、看護師、助産師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士等、医療機関や福祉施設等に従事する様々な国家資格等を持つ専門職。 

※２ ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）：インターネット上の交流を通して社会的ネット

ワーク（ソーシャル・ネットワーク）を構築するサービス。 

② へき地医療体制の充実 

市内 5か所の国民健康保険診療所においては、現

在の診療体制を維持しながら、一体的な運営等によ

り、安定した医療サービスの提供を継続します。 

 また、各地域の民間医療機関や国民健康保険診療

所、中核病院との連携を強化し、地域医療ネットワ

ークの充実を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○国民健康保険（直営診療所施

設勘定） 

○地域医療連携事業 

○在宅医療連携推進事業 

 

④ 「かかりつけ医」の普及・定着の促進 

 「かかりつけ医」は、健康上の悩みごとの相談や

疾病の早期発見、初期治療や慢性疾患の治療経過観

察などを行い、「病院」は「かかりつけ医」と連携

をとり、専門的な検査や入院が必要な場合の治療を

行います。 

このように、症状に応じた役割分担が必要なた

め、医師会など関係医療機関と連携を図り、市民へ

の「かかりつけ医」の普及と定着を推進します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○地域医療連携事業 

○在宅医療連携推進事業 

 

③ 救急医療体制の充実 

一次医療を担う民間医療機関や国民健康保険診療

所と二次・三次医療を担う中核病院の救急医療提供

体制がそれぞれ有効に機能するよう、休日応急診療

所の適切な運営に努めるとともに、市民に対して日

常的に地域の医療情報を分かりやすく提供します。 

また、救急患者に対する的確な対応を行うため、

それぞれの医療機関が適切な連携をとれるよう救急

医療体制を充実します。 

 

〈主な事業・取り組み〉 

○休日診療所管理運営費 
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２ 健康づくりの推進 

 

● 高血圧や高脂血症、糖尿病等の生活習慣病は、健康長寿の最大の阻害要因となるだけ

でなく、医療費にも大きな影響を与えています。その原因となっているメタボリックシ

ンドローム（内臓脂肪症候群）は、日常生活で予防が可能なことから、バランスのとれ

た食生活、適度な運動、禁煙等を実践することが求められています。 

● 平均寿命は延びていますが、健康寿命は島根県と比べて短くなっています。健康寿命

を延伸し、自立した生活を長く送ることができる環境づくりが必要です。 

● 現代社会環境の複雑多様化は、市民生活における精神的ストレスを増大させており、

ライフステージに応じたこころの健康づくりとこころの健康問題への対応が必要です。 

 

■健康寿命と平均寿命 

 
（注）数値は、島根県健康指標マクロ（平成 20 年、23 年を中心とする５年平均）による。 

健康寿命：65 歳に達した者が健康で自立した生活が送れる期間（65 歳＋平均自立期間） 

 

■主要死因別年齢調整死亡率 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）数値は、島根県健康指標マクロ（平成 20 年、平成 23 年を中心とする 5 年平均）による。 

 

 

 

● 市民一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」という意識を持ちながら、それぞれの

ライフステージに応じた生活習慣の形成、体力づくり、健康づくりができるように支援

します。 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

健康寿命（男女別）の延伸 

平成27年度 平成33年度 
目標値：平成 27年度当初島
根県平均値 

男 81.47歳 
女 84.90歳 

男 82.02歳 
女 85.66歳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

がん年齢調整死亡率の減少 
(人口 10 万人当たりの年間死亡者
数) 

平成27年度 平成33年度 全年齢合計によるがん年齢

調整死亡率 

（目標値は島根県平均値） 
126.7 125.1 

「年齢調整死亡率」： 年齢構成が異なる地域間の比較を行う目的で年齢人口を調整した死亡率。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 主要施策 

 
① 生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進 

健康寿命を下げている原因疾患としては、関節疾

患、認知症、脳血管疾患が挙げられます。 

健康寿命の延伸を目指し、生活習慣病の発症予防

のために、子どもの時から食育に力を入れ、家族ぐ

るみで、これまでの食生活や生活習慣を見直す意識

啓発を図るとともに、それぞれのライフステージに

応じた施策を推進します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○ストップ・ザ生活習慣病対策

事業 

○在宅医療連携推進事業 

○食生活改善推進員育成事業 

④ こころの健康づくりの推進 

学校、職域、地域等において、講演会等を実施し、

市民への普及啓発や相談できる場の確保等を行うこ

とにより、睡眠、運動、ストレス解消、アルコール

等についての正しい知識の普及を図り、心身ともに

健全な生活の実現に努めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○自死予防対策事業 

③ 市民自らが取り組む健康づくり運動の推進 

健康は、個人の努力と、家庭や地域、関係機関・

団体等が支え合い、連携することによって維持する

ことができます。職場や地域で積極的に健康教室を

行うことにより、市民が取り組みやすい環境づくり

を進めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○健康増進事業 

○健康ポイント事業 

○食生活改善推進員育成事業 

② がん対策の推進 

平均寿命を引き下げている要因のひとつに、がん

が挙げられます。 

疾病の早期発見のため、自己負担無料のがん検診

を引き続き行うとともに、職場健診と一緒にがん検

診が受けられるよう事業所への働きかけを行い、が

ん検診を受けやすい環境づくりに取り組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○がん検診事業 
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３ 子どもを安心して産み育てる環境づくり 

 

 

● 子どもや子育て家庭を取り巻く環境は、少子化や核家族化、晩婚化、未婚化の進行に

加え、地域の連帯意識の希薄化、女性就業者の増加や就労形態の多様化、保育需要の多

様化等、様々な要因により大きく変化しています。 

● 子どもが健やかに育つためには、子育て家庭の仕事と家庭生活の両立、新しいニーズ

に対応した子育て支援のほか、地

域全体での子育てや安全・安心な

まちづくりの推進が必要です。 

● また、多子世帯を中心にした子

育て家庭の経済的な負担の軽減や

ひとり親世帯に対する支援が求め

られています。 

 

 

 

 

 

● 妊娠期を含めた子どもが健やかに育つ環境を整備し、保護者が喜びを感じられるよう

なゆとりのある子育てを支援するとともに、子育て家庭を地域のみんなで支える取り組

みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

子育て世代包括支援センター（仮

称）の施設数の増加 

平成26年度 平成33年度 全ての妊産婦の状況を継続的に
把握し、妊娠期から育児期までの
総合的相談や支援をワンストッ
プで行う子育て世代包括支援セ
ンター（仮称）の数 

０か所 １か所 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 健やかな育ちに向けた支援 

“子どもの育ち”に視点を向け、健やかに成長す

ることができ、周囲との関わりあいの中で豊かな人

間性を育んでいくための遊びや教育の場づくりを推

進します。 

 また、母子保健や育児に関する様々な悩み等に円

滑に対応するため、妊娠期から出産、産後、育児ま

で切れ目のない支援体制を整備します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○安心お産応援事業 

○乳幼児等健康診査事業 

○子育て世代包括支援 

センター（仮称）事業 

2,774 2,739 2,735 2,701 2,632 2,617

2,885 2,915 2,874 2,841 2,760 2,700

3,257 3,139 3,019 2,951 2,919 2,829

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成22 23 24 25 26 27年度

0～17歳人口の推移

0～5歳合計 6～11歳合計 12～17歳合計

8,146
8,916 8,4938,6288,793 8,311

 
資料：住民基本台帳（各年 4月 1日現在） 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

認可保育所定員数の増加 

平成27年度末 平成33年度末 

認可保育所の定員数 
1,895人 1,955人 

放課後児童クラブ定員数の増加 

平成27年度末 平成33年度末 

放課後児童クラブの定員数 
790人 850人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

地域子育て支援拠点数の増加 

平成26年度 平成33年度 

地域子育て支援拠点数 
２施設 ３施設 

 

 

② ゆとりある子育てへの支援 

“子育て家庭”に視点を向け、保護者がゆとりを

もって子どもと向き合うことができるよう、多子世

帯を中心に子育て家庭の経済的な負担の軽減やひ

とり親世帯への支援を充実し、地域と身近に関わり

ながら子育てのできる体制を推進します。 

また、保育所や放課後児童クラブの施設整備を進

めるとともに、保育士の確保や放課後児童クラブ支

援員の研修育成に努めることにより、保育の質の向

上を図り、子育てしながら働けるよりよい環境づく

りに取り組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○保育所入所受入促進事業 

○第 3子以降保育料軽減事業 

○保育士修学資金貸付事業 

○児童医療費助成事業 

③ 安心・安全な子育て環境の整備 

“地域や環境”に視点を向け、地域全体で子ども

の育ちを支える意識づくりや地域の子育て活動へ

の支援を推進します。子育てを地域で相互援助する

ファミリー・サポート・センターの会員増や事業の

充実を図るとともに、地域における子育て支援ネッ

トワークの中核施設である子育て支援センターの

移転新築に取り組みます。 

保護者が仕事と家庭生活を両立しながら、安心し

て働ける環境を整備するとともに、家庭・地域・行

政が一体となって、次世代の担い手である子どもた

ちが心豊かに成長し、将来に向かって夢や希望を持

てるまちづくりを展開します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○次世代育成支援事業 

○ファミリー・サポート・セン

ター事業 

○子育て支援センター事業 

○地域子育て支援拠点事業 
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４ 高齢者福祉の充実 

 

 

● 団塊の世代の人が後期高齢者となる平成 37（2025）年を見据え、たとえ介護が必要に

なっても住みなれた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができるように、医

療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の

構築に向けた積極的な取り組みが求められています。 

● 高齢化率の急激な上昇・高齢者数の増加に伴い、介護を必要とする高齢者数も増加し

ています。介護を必要とする方へのサービスに加え、要介護・要支援状態にならないた

めの取り組みや日常生活への支援が重要となってきます。 

● 少子・高齢化が進む中、介護を必要とする人を支えるマンパワーの拡大が重要となっ

ています。その中で、「高齢者＝支えられる人」とする概念を見直し、高齢者が生涯現役

で活躍する社会を築くことが求められています。 

 

 

● 高齢者が住みなれたまちで健康でいきいきと安心して暮らし続けることができるよう、

生涯現役のまちづくり、介護予防と生活支援体制の充実、認知症高齢者支援施策の充実、

地域包括ケアシステムの構築を目指し、地域の実情に沿った高齢者施策を総合的に推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

地域包括支援センター数の増加 

平成26年度 平成33年度 地域包括支援センターの数（サ
ブセンターを自治区ごとに設
置） 

1施設 5施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

② 生涯現役のまちづくり 

 生涯現役で、積極的に社会と関わり、自分らしく

自立して生きていくライフスタイルを持つことがで

きるよう、高齢者が積極的に地域行事やボランティ

ア活動に参加できる仕組みづくりに取り組みます。 

 また、社会福祉協議会や高齢者クラブ連合会、シ

ルバー人材センター等の活動を支援し、健康づくり

や生きがいづくり活動の推進及び地域の多様な要望

に対応できる体制の整備を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○高齢者クラブ連合会助成事業 

○シルバー人材センター助成事

業 

① 地域包括ケアシステムの構築 

介護が必要な状態になっても可能な限り住み慣れ

た地域で自分らしく暮らせるように、医療・介護・介

護予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域

包括ケアシステム構築に向けた取り組みを推進する

ため、医療機関をはじめ関係機関との連携体制の強化

や地域包括支援センター機能の強化を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援事業 



【第 2章 前期基本計画】 3 部門別計画 

第 2 次浜田市総合振興計画 - 27 -  

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

シルバー人材センター会員数の増
加 

平成26年度 平成33年度 
浜田市シルバー人材センター
に登録された会員数 464人 552人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

要介護認定率の増加の抑制 
（要介護者のみ） 

平成26年度 平成33年度 
65 歳以上の高齢者のうち、要
介護 1以上の認定者の割合 18.8％ 19.6％ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

認知症サポーター養成講座受講者
数の増加 

平成26年度 平成33年度 認知症の人と家族を地域で見
守る応援者養成講座の受講者
の総数 3,696人 6,000人 

市民後見人養成講座受講者数の増
加 

平成26年度 平成33年度 親族後見人と専門職後見人の
間の存在として位置づけられ
る市民後見人養成講座の受講
者の総数 

70人 150人 

 
 

 

 

③ 介護予防と生活支援体制の充実 

高齢者の介護予防と生活支援体制の充実を図るた

め、介護予防・日常生活支援総合事業に取り組みます。 

生活機能の低下防止をはじめ、高齢者の状況に応じ

た介護予防メニューの充実に取り組むことにより、高

齢化の進展に伴い上昇が見込まれる要介護認定率の

抑制に努めます。元気な高齢者に対しては介護予防に

関する知識の普及・啓発などに取り組みます。 

また、地域や関係機関と連携して、担い手の拡大を

図り、生活支援体制を充実します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○介護予防・日常生活支援サ

ービス事業 

○一般介護予防事業 

④ 認知症高齢者支援施策の充実 

認知症高齢者は、今後増加が見込まれることから、

認知症が疑われる高齢者の早期発見と把握に努め、医

療機関と介護事業者等との連携を図りながら、状況に

応じた適切な支援体制の構築を推進します。 

また、認知症サポーターを増やすことで周囲の理解

者を増やし、認知症高齢者がその地域で暮らし続ける

ことができる環境づくりを進めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○認知症施策推進事業 

○権利擁護事業 
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５ 障がい者福祉の充実 

 

 

● 障がいのある人が安心して暮らしていくためには、何でも相談できる窓口をつくるな

ど相談体制の充実が必要不可欠となっています。 

● 障がいのある人の自立及び社会参加を促進し、障がいの有無に関わらず、すべての人

が相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現が求められています。 

● 差別や偏見、疎外感を感じることがないよう、障がいのある人もない人も共に理解し

合いながら暮らすことができる地域づくりが求められています。 

 

 

 

● 障がい者福祉への理解と認識を深め、地域全体で支え合う体制づくりを進めるととも

に、障がいのある人もない人も一人ひとりがいきいきと輝き、共に安心して暮らせるま

ちを目指し、障がい者福祉の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

地域生活支援拠点数の増加 

平成 26年度 平成 33年度 
障がい者の地域生活を支援す

る機能を集約した拠点数 ０か所 1か所 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 地域における障がい者福祉サービスの充実 

〈主な事業・取り組み〉 

○相談支援事業 

○居住サポート事業 

○障がい者介護給付事業 

○障がい者訓練等給付事業 

障がいのある人が住みなれた地域で暮らせる

ように、適切な保健・医療・福祉サービスが提供

できる体制の充実を図ります。 

入所施設から地域生活への移行や就労支援と

いった課題に対して、地域の社会資源を最大限に

活用しながら、対応できる体制の整備を推進しま

す。 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

障がい児通所支援事業所数の増加 

平成 27年度 平成 33年度 身近な地域で障がい児の療育・

発達について専門的な支援が提

供される事業所数 
３か所 ５か所 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

手話通訳奉仕員登録者数の増加 
（手話通訳士・者含む） 

平成 27年度 平成 33年度 

手話通訳奉仕員登録者数 
49人 84人 

② 障がいのある人一人ひとりの自立と社会参加の促進 

障がいのある人一人ひとりが能力を最大限に

発揮でき、様々な活動に参加する機会が確保で

きるよう、乳幼児期から障がいの早期発見・早

期療育、教育、就労へと、ライフステージに応

じた総合的かつ継続的な支援を推進します。 

また、障がいのある人の雇用を拡充するため

の支援を関係機関と連携しながら行います。 

平成 28年 4月から施行される障害者差別解消

法においては、「障害を理由とする権利侵害の禁

止や社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵

害の防止」が規定されています。 

この法の精神に基づき、障がいのある人を取

り巻くあらゆる「バリア」を解消し、障がいの

ある人の基本的人権が尊重され、障がいのある

人もない人もお互いに理解し合い、共に生きる

社会の実現をめざします。 

〈主な事業・取り組み〉 

○障がい児通所給付事業 

○地域生活支援事業 

○障がい者社会参加促進事業 

〈主な事業・取り組み〉 

○地域生活支援事業 

③ 共に生きるバリアフリー社会の実現 
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６ 地域福祉の推進 

 

 

● 地域や家族の絆が希薄になる中で、誰もが地域で安心して暮らしていくには、地域の

一人ひとりのつながりや、地域へのかかわりが必要となってきています。 

● 生活課題は、経済的なものから家族関係に関わるものまで複雑で多岐にわたっていま

す。 

● 近年起きた全国での大災害の経験から、あらためて地域コミュニティの重要性が再認

識され、日常からのつながりや災害時における要援護者への支援体制の構築が求められ

ています。 

 

 

 

● 市民が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、行政による「公助」だけでなく、

地域を主体とした「自助」や「共助」により、市民を主役に、互いを認め合い、みんな

で支え合う地域福祉の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 地域の支え合い活動の推進と支援 

近所同士や地域内で助け合い、支え合う関係を

築く取り組みを支援し、地域の多世代（子どもか

ら高齢者まで）がいつでも集え、交流を深めるこ

とができる場所づくりと地域での見守り活動を推

進します。 

独居高齢者や高齢者だけの世帯が増えている状

況があり、地域から孤立する人がでないように、

困った時に気軽に相談できる人・場所を身近な地

域につくるなどの支援体制を強化します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○地域福祉まるごと支援推進

事業 

○社会福祉協議会助成事業 

○民生委員活動費助成事業 

② 地域での自立した生活への支援 

生活困窮者自立支援法に基づき、仕事や生活に

困っている人からの困りごと相談全般に応じ、相

談者の気持ちに寄り添いながら、専門機関と連携

して、自立した生活へ向けた支援（自立相談支援、

就労準備支援、家計相談支援）を実施します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○生活困窮者自立支援事業 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

「避難行動要支援者名簿」の提供

を受ける地域の関係団体数の増加 

平成27年度 平成33年度 名簿を基に地域防災に取り
組む団体数（消防団、民生委
員を除く） 44団体 70団体 

 

 

 

 

③ 避難行動要支援者への支援体制の充実 

市民の安全を守るため、地域での防災体制を整

備するとともに、特に一人暮らしの高齢者や高齢

夫婦世帯、障がい者や乳幼児のいる世帯など、支

援が必要な人たちに対して、地域における見守り

や声かけなどで日頃から地域内のつながりを強化

し、安心して暮らせる地域づくりを進めます。 

 市が作成する「避難行動要支援者名簿」を本人

同意を得た上で、地域の関係者へ提供し、地域に

おける互助・共助が行える体制づくりや地域の防

災力を高める支援を行います。 

〈主な事業・取り組み〉 

○避難行動要支援者名簿の管理 
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空白 

（調整ページ） 
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Ⅲ 夢を持ち郷土を愛する人を育むまち 
（教育文化部門） 

 自ら学び高めあう学習活動を推進し、郷土に誇りを持った次世代を担う人を育むまちを

目指します。 

 

 

１ 学校教育の充実 

主要施策 目標数 事業数 

① 生きる力の育成 2 7 

② 一人ひとりを大切にする教育の推進 2 6 

③ 食育と体づくりの推進 1 3 

 

２ 家庭教育支援の推進 

主要施策 目標数 事業数 

① 家庭教育支援の充実 1 4 

② 青少年の健全育成  2 

  

３ 社会教育の推進 

主要施策 目標数 事業数 

① ふるさと郷育の推進 2 7 

② 公民館における人材育成と拠点整備 1 4 

③ 図書館サービスの充実 2 4 

 

４ 生涯スポーツの振興 

主要施策 目標数 事業数 

① スポーツ・レクリエーション活動の推進 1 1 

② スポーツ精神の高揚と競技力の向上 1 2 

③ スポーツ・レクリエーション環境の整備 1 2 

 

５ 歴史・文化の伝承と創造 

主要施策 目標数 事業数 

① 芸術・文化の振興 2 ４ 

② 伝統文化の保存と継承  １ 

③ 文化財の調査･保存と活用 1 ４ 

④ 地域文化の交流拠点づくり  2 

 

合計  17   53 

 

【担当部】 

・教育部 
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１ 学校教育の充実 

 

 

● 学校教育は、将来を担う子どもの学力や豊かな心、健やかな体力を育む役割を果たし

ており、「生きる力」を育成することがより重要となっています。 

● 各学校では、学力の向上を図るとともに、子どもの能力や興味を引き出すよう、これまで

以上に一人ひとりに応じた指導が重要と

なっています。 

● 老朽化した教育施設について、整

備・改修を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 子どもの「生きる力」を育むため、学ぶ意義を深めて学ぶ意欲を高めるとともに、基

礎学力の向上に加え、思考力、判断力、表現力などの幅広い学力の向上を図ります。 

● 人権意識や道徳心の育成を根底に、一人ひとりを大切にする教育を推進します。 

● 健全な体づくりと食育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 
① 生きる力の育成 

ふるさとの教育資源を活用し、学ぶことと社会と

のつながりを意識した教育を行います。地域住民・

企業と協力し、ふるさとを愛し、ふるさとに貢献し

ようとする人材育成を図ります。 

思考力・判断力・表現力の向上に努めるとともに、

自ら課題を発見し、その解決に向けて主体的・協働

的に探求する力を育むため、言語活動の充実やその

基盤となる国語力の向上に努めます。 

教員の資質向上に努めるとともに、学力調査の実

施を通して実態を把握し、基礎学力の定着、小・中

学校 9年間を見通した教育を推進するなど、本市の

教育力の向上を目指します。 

また、安全で安心な教育を推進するため、学校教

育施設等の環境整備に努めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○ふるさと郷育、キャリア教

育、自然体験活動の推進 

○学校図書館の支援 

○学力向上総合対策事業 

（国語教育の充実、授業力向上

研修、学校図書館活用推進、

プリント学習支援等） 

○小中連携教育推進事業 

○ＩＣＴ教育整備事業 

○外国語指導助手の招致 

○土曜学習支援事業 

2,859 2,906 2,855 2,834 2,745 2,690 

1,541 1,507 1,440 1,380 1,396 1,386 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

H22 H23 H24 H25 H26 H27

（人）

（年度）

小学生 中学生

4,400 4,413 4,2144,295 4,0764,141

■児童・生徒数の推移 （単位：人）

グラフ追加 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

「総合的な学習の時間」で学習し
たことが普段の生活や社会に出た
ときに役立つと思う子どもの割合
の増加 

平成26年度 平成33年度 

全国学力・学習状況調査に
よる肯定率 

小 6 83.5％ 

中 3 74.1％ 

小 6 90.0％ 

中 3 80.0％ 

「総合的な学習の時間」において、
自分で調べ学習活動に取り組んで
いると思う子どもの割合の増加 

平成26年度 平成33年度 
全国学力・学習状況調査に
よる肯定率 

小 6 57.7％ 

中 3 52.7％ 

小 6 65.0％ 

中 3 60.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

自分には良いところがあると思っ

ている子どもの割合の増加 

平成26年度 平成33年度 

全国学力・学習状況調査に
よる肯定率 

（括弧内は全国平均値） 

小 6 79.1％ 
(76.1％) 

中 3 73.9％ 
(67.1％) 

小 6 86.0％ 
 
中 3 77.0％ 
 

人の気持が分かる人間になりたい

と思っている子どもの割合の増加 

平成26年度 平成33年度 

全国学力・学習状況調査に
よる肯定率 

（括弧内は全国平均値） 

小 6 90.4％ 
(94.4％) 

中 3 97.0％ 
(95.3％) 

小 6 95.0％ 
 
中 3 98.0％ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

学校給食での地域食材利用率の増

加 

平成26年度 平成33年度 
市内小中学校の給食におけ
る地元食材利用率 58.2％ 70.0％ 

 

② 一人ひとりを大切にする教育の推進 

いじめ等の問題行動の未然防止、早期発見、早期

対応と、不登校の解消に向けて、児童・生徒とその

家庭への指導や相談などの支援を行います。 

また、教育上特別な配慮を必要とする児童・生徒

の実態掌握に努め、持てる力を活かせるよう、個々

に対応した支援を推進します。 

そして、子どもの貧困対策として、経済的支援を

行うとともに、児童・生徒とその保護者に対する面

談などを行い、教育相談の充実を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○児童生徒健全育成事業 

○問題行動、いじめ等の指導

相談 

○人権意識高揚の推進 

○親学プログラムの実施 

○特別支援指導推進事業 

○要保護・準要保護児童生徒

就学援助 

③ 食育と体づくりの推進 

 健康で安全な生活を自ら実践できる児童・生徒を

育成するため、食育を推進するとともに、学校給食

での地産地消を推進します。 

また、教育活動全体を通して、児童・生徒が自ら

運動に親しみ体力や運動能力の向上を図るととも

に、小中学校体育連盟主催の大会等を支援します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○食育推進事業 

○学校給食での地産地消の 

推進 

○学校体育大会支援事業 



【第 2章 前期基本計画】 3 部門別計画 

第 2 次浜田市総合振興計画 - 36 -  

２ 家庭教育支援の推進 

 

 

● 家庭環境の変化やライフスタイルの多様化に伴い、家庭や地域における教育力の低下

が懸念されており、地域ぐるみで子どもの育ちを支える取り組みを推進する必要があり

ます。 

● 子どもたちを取り巻く環境の変化を受け、行政による様々な教育施策の展開・推進と

ともに、学校、家庭及び地域住民がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体で子

どもを育むための連携・協働の取り組みの充実が必要です。 

 

 

 

● 家庭、学校、地域が一体となって次世代を担う子どもの育ちを支える気運を醸成し、

家庭教育支援の充実と、青少年の健全育成を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

親学プログラムの実施回数の増
加 

平成26年度 平成33年度 
親学プログラムを活用した学
習機会の提供回数 11回 25回 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 
① 家庭教育支援の充実 

子どもの基本的な生活習慣を身に付ける家庭

の役割を踏まえ、学校やＰＴＡを通じて、適当

なメディアとの接触時間を含めた生活習慣の定

着や規範意識の醸成に向けた学習機会の提供に

取り組みます。 

また、島根県の「親学プログラム」を活用し、

親としての役割や子どもとの関わり方について

気づきを促す学習機会の提供などの家庭教育支

援を推進します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○親学プログラムの実施 

○家庭教育支援チームの結成 

○つなぐ、つながる事業（三世代

交流事業・通学合宿支援事業） 

○「家読」の推進 

② 青少年の健全育成 

地域の子ども会や青少年健全育成団体などの

子どもたちの社会体験活動を支援し、これらの

団体と連携しながら、市民の主体的な青少年健

全育成活動の活性化と発展に取り組みます。 

また、青少年が健やかに成長し自立した生活

が送れるよう、青少年サポートセンターを相談

窓口とした育成支援に取り組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○関係協議会等への補助事業 

○青少年団体育成補助事業 
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３ 社会教育の推進   

 

 

● 子どもたちの自然体験や社会体験の不足から、善悪の判断や規範意識の低下など、家

庭や地域での教育力の低下が懸念されています。 

● 地域住民がより良く暮らすため、地域課題の解決に向けた学びを通して、地域社会の

発展、活性化に寄与する人材を育成することが求められています。 

● 図書館の資料提供機能の充実とともに、利用者の多様化するニーズに応じたサービス

が必要になっています。 

 

 

 

● 子どもたちの郷土愛の心を育む「ふるさと郷育」※を推進します。 

● 住民自治意識の高い人々や団体を育成するとともに、公民館施設の整備を進めます。 

● 図書館の資料や情報提供の充実に努めるとともに、市民が憩い、交流できる図書館を

目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

ふるさと郷育ネットワーク団体
数の増加 

平成26年度 平成33年度 
中学校区でふるさと郷育を協議
するネットワーク団体の数 3団体 9団体 

学校支援活動に参加したボラン

ティア人数の増加 

平成26年度 平成33年度 
学校支援地域本部事業のボラン

ティアの延べ参加者数 7,528人 8,500人 

 

※ 「ふるさと郷育」  浜田市の教育資源（ひと・もの・こと）を活かした教育活動を推進するため、浜田

市の理念として、ふるさと教育の「教」の字を「郷里」の「郷」の字に置き換えた

「郷育」という言葉を用いて、「ふるさと郷育（きょういく）」とします。 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① ふるさと郷育の推進 

子どもの育ちを地域ぐるみで支えるため、学校、

家庭、地域がそれぞれの役割を果たし、中学校区ご

とのネットワークでつなげ、相互に支援し合いま

す。 

「ふるさと郷育」を通して、子どもの生きる力を

育成し、ふるさとを愛する心を育てます。また、地

域住民が学んだことを活かせるような場づくりを

支援します。 

学校や家庭、地域、行政が連携・協働・融合し

たネットワークを形成し、市民一体となった教育体

制を構築します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○郷土の偉人紹介本作成 

○ふるさと再発見事業 

○つなぐ、つながる事業（三世

代交流事業、通学合宿支援） 

○ふるさと教育推進事業 

○学校支援・放課後支援・家庭

教育支援事業 

○土曜学習支援事業 

○自然体験活動の推進 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

地域課題の解決支援事業を実施す
る公民館数の増加 

平成26年度 平成33年度 
「地域課題の解決支援事業」
に取り組む公民館の数 3公民館 26公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

図書館利用登録率の増加 

平成26年度 平成33年度 
市民の図書館利用者カード
登録者の割合 34.3％ 40％ 

市民一人当たりの図書貸出冊数の
増加 

平成26年度 平成33年度 
市民一人当たりの年間の図
書貸出冊数 5.0冊 7.0冊 

 

② 公民館における人材育成と拠点整備 

公民館の役割を明確にし、地域課題の解決に資

する人づくりを目指した学びの機会を充実しま

す。 

地域住民による学習の実践や地域独自の特色

ある取り組みを支援し、住民が主体的に地域課題

の解決に取り組む意識を高め、地域人材の育成支

援を進めます。 

また、社会教育を推進する拠点施設として、公

民館施設の改修や整備を行います。 

〈主な事業・取り組み〉 

○公民館活動推進事業 

○地域課題の解決支援事業 

○人権学習活動 

○公民館施設改修事業 

③ 図書館サービスの充実 

 幅広い世代に図書館を利用してもらい、読書活

動が進むよう、郷土の歴史や風俗、人物等に関連

する資料の収集などを含め、様々な分野において

バランスある図書の所蔵に努めます。 

また、「ラ・ブック号」による移動図書館自動

車の運行や公民館等に設置する簡易閲覧所のサ

ービスを行うなど、きめ細やかな図書館サービス

の充実に取り組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○「特集展示」コーナーの充実 

○ボランティア登録者数の増加 

○移動図書館車の継続的運行 

○こどもの読書週間、秋の読書

週間での読書活動推進事業 
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４ 生涯スポーツの振興 

 

 

● 市民のスポーツに対するニーズや関わり方は、高度化・多様化しています。 

● 一人ひとりのライフスタイルに応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに

親しむことができる生涯スポーツ社会の実現が求められています。 

● 各スポーツ施設の老朽化に伴い、施設の移設を含め、整備・改修を検討する必要があ

ります。 

 

 

 

● 幼児から高齢者までのそれぞれの世代に応じた心身の健康を養うスポーツ・レクリエ

ーション活動を推進します。 

● 各種スポーツ少年団や競技団体等と連携し、スポーツ精神の高揚と競技力の向上を図

ります。 

● 高齢者をはじめとした市民が気軽にスポーツに親しむことができる環境を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

総合スポーツ大会参加者の増加 

平成26年度 平成33年度 

総合スポーツ大会への年間

参加者の数 2,623人 4,000人 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① スポーツ・レクリエーション活動の推進 

一人ひとりのライフスタイルに応じて、いつで

も、どこでも、いつまでもスポーツに親しむこと

ができる機会の充実に取り組みます。 

また、スポーツリーダーの人材育成と資質の向

上に取り組み、スポーツ関係団体やスポーツ推進

委員との連携によるスポーツ・レクリエーション

活動推進体制の充実を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○総合スポーツ大会の開催 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

トップアスリート教室の開催回数の
増加 

平成26年度 平成33年度 
トップアスリートによる教

室の年間開催回数 2回 4回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

軽スポーツ教室の開催回数の増加 

平成26年度 平成33年度 
市が主催する軽スポーツ教

室の年間開催回数 6回 12回 

 

 

 

 

 

② スポーツ精神の高揚と競技力の向上 

スポーツ少年団活動や「ＪＦＡ夢の教室」の開催

を通じて、年少者に対する礼節の尊重や友情を育む

心を養う等のスポーツ精神の高揚を図ります。 

また、各種大規模大会を誘致し、競技力の向上と

競技人口の拡大を図るとともに、トップアスリート

による教室を開催するなど、高いレベルのスポーツ

に触れる機会の充実に向けて取り組みます。 

 

また、親の育児不安の軽減や解消を図るため、児

童家庭相談体制を充実し、妊娠期からの継続した支

援を推進します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○「ＪＦＡ夢の教室」の開催 

○トップアスリートなどの各

種スポーツ教室の開催 

 

③ スポーツ・レクリエーション環境の整備 

地域住民に学校体育施設を開放し、身近で使いや

すい施設運営を進めます。 

市民が気軽にスポーツに親しむ場として、既存の

施設や組織を活用し、学校の運動部活動との連携を

図り、各種スポーツ活動を推進します。 

また、各種軽スポーツ活動を活かした生きがいづ

くり活動を推進します。 

一方で、老朽化した各施設や設備の安全対策と計

画的な整備・充実に努めます。特に東公園内の運動

施設については、移転も含め整備の検討を行いま

す。 

〈主な事業・取り組み〉 

○学校開放事業 

○軽スポーツ活動の推進 
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５ 歴史・文化の伝承と創造 

 

 

● 市民が歴史や文化・芸術をより身近に感じ、楽しみながら豊かな心を創造できるよう、

市民参加型のイベントなどを実施し、文化・芸術活動の活性化を図る必要があります。 

● 本市の石見神楽をはじめとする伝統文化や天然記念物、史跡等の多くの文化財を保存

し、活用するとともに、次世代へ継承していく必要があります。 

● 石央文化ホールや美術館、資料館などの文化芸術活動施設は、利用者が減少傾向にあ

り、魅力ある企画や展示を行うとともに子どもの頃から芸術文化に親しめる環境づくり

を推進する必要があります。 

 

 

● 市民が日常的に芸術・文化に触れられる環境づくりを進めるとともに、市民が主体と

なった文化活動を推進します。 

● 郷土の歴史や文化財の調査、保存、管理を行い、潤いとゆとりを育み、地域性に富ん

だ文化の振興に努めます。 

● 平成 31年の浜田開府 400年を迎えるにあたり、地域の歴史・文化の保存と振興に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

石央文化ホール利用者数の増加 

平成26年度 平成33年度 
石央文化ホールの年間利用

者数 51,560人 55,000人 

市内美術館における創作活動等の受

講者数の増加 

平成26年度 平成33年度 市内美術館でワークショッ

プ、創作活動、講座等によ

って芸術に触れる人数 
9,763人 10,000人 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 芸術・文化の振興 

石央文化ホールの収容力を活かして、大・中規模

な公演や市民参加型イベントなどを開催し、日常的

に芸術文化に触れる機会の充実に取り組みます。 

世界こども美術館や石正美術館において、芸術の

鑑賞や創作活動、講座、ワークショップ等を開催し、

文化芸術の創造性を高めます。 

美術展や文化祭などの市民団体イベントの開催

を支援し、市民が主体となった文化活動を推進する

とともに、施設の利用促進に努めます。 

子どもたちに本物の芸術を鑑賞してもらえるよ

う、各種助成制度を活用した巡回公演等の開催支援

を行います。 

〈主な事業・取り組み〉 

○石央文化ホールの管理運営 

○こども美術館の管理運営 

○石正美術館の管理運営 

○文化振興事業 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

文化財の指定・登録件数の増加 

平成26年度 平成33年度 
国、県、市が指定した文化

財の件数 66件 70件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 文化財の調査・保存と活用 

専門機関や識見者と連携して貴重な文化財や遺

跡の計画的な調査と保存を進めるとともに、郷土

の偉人の業績などの再発見と周知に努めます。 

また、文化財の分布状況や価値などの調査・研

究成果を市民に分かりやすく情報発信し、観光ル

ートや学習教材として活用し、地域への愛着や誇

りが持てるように意識の醸成に努めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○文化財保存事業 

○市内遺跡発掘調査事業 

○各指定文化財の管理 

○市誌編纂事業 

 

④ 地域文化の交流拠点づくり 

平成 31年の浜田開府 400年を機に、浜田や石見

神楽の歴史、ユネスコ無形文化遺産「石州半紙」

等の伝統文化資源を活用し、浜田の魅力を市内外

に発信できる地域文化交流拠点を整備します。 

 

〈主な事業・取り組み〉 

○（仮称）浜田歴史神楽館整備

事業 

○浜田城周辺整備事業 

② 伝統文化の保存と継承 

地域で受け継がれ、守られている石見神楽や田

囃子等、伝統文化の保存・継承について、展覧会

の開催や伝統文化フェスティバルの実施等により

推進します。 

また、伝統芸能等の体験機会を拡大するととも

に、各種助成制度を活用して後継者の育成等を支

援します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○文化振興事業 
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Ⅳ 自然環境を守り活かすまち 
（環境部門） 

 美しく豊かな自然環境を引き継ぐため、適切なリサイクル推進に努めるとともに、自然

エネルギーの活用を推進するまちを目指します。 

 

 

 

１ 特性を活かした景観形成の推進 

主要施策 目標数 事業数 

① 景観計画、条例の施行   1 

② 景観づくりの推進 1 2 

③ 自然景観保全の推進  2 

 

２ 環境保全と快適な住環境づくりの推進 

主要施策 目標数 事業数 

① 市民による美化活動の推進  1 1 

② 環境教育活動の推進 1 2 

③ 生活関連施設整備の推進  2 

④ 動物愛護の推進  2 

 

３ 地球温暖化対策の推進 

主要施策 目標数 事業数 

① 再生可能エネルギーの導入促進   2 

② エコライフスタイルの推進 1 2 

 

４ 循環型社会の構築 

主要施策 目標数 事業数 

① ４つの「Ｒ（アール）」によるごみの減量化の推進  2 2 

② 廃棄物の適正な処理の推進  2 

 

合計  6    20 

 

 

 

 

【担当部】 

・地域政策部・産業経済部 

・市民生活部・都市建設部 
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１ 特性を活かした景観形成の推進 

 

 

● 本市は、海と砂浜が織り成す美しい海岸線と、緑豊かな山河などの自然や、先人から

引き継いできた歴史文化遺産など、多くの景観資源を有しています。 

● これらの景観資源を守り、育て、創造し、次の世代に伝える必要があります。 

● そのためには、市民、事業者、市民団体、行政等が共通の認識に立ち、連携と協働に

よる景観づくりを推進する必要があります。 

 

 

 

● 景観法に基づく浜田市景観計画や条例を制定し、一定規模以上の建築、工作物の新築、

増改築や開発行為等の届出により、良好な景観形成を誘導します。 

● 本市の良好な景観を形成する公共施設の整備や維持管理を行うとともに、情報発信や

普及啓発活動等を通じて、市民、事業者、市民団体、行政等が連携した協働による景観

づくりを推進します。 

● 市民の心に安らぎと潤いを与える緑豊かな景観づくりを推進するため、市民の景観づ

くり意識の醸成を図るとともに、市民との協働による自然景観の保全や緑や花があふれ

るまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 景観計画、条例の施行 

市全域を景観区域とし、更に代表する優れた景

観や眺望を有する地区、良好な景観を創っていく

地区、地域住民の意識やまちづくりの機運が高い

地区を重点地区として指定し、良好な景観の形成

の促進を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○景観計画、条例の施行 

 

② 景観づくりの推進 

景観計画の重点地区等において、景観形成住民

協定、景観協定等を締結する地区を中心に景観形

成の支援を行い、景観づくりの推進を図ります。 

また、空き家については、景観保全と危険防止

の観点から、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう、

所有者等に対して適正な管理に務めるよう啓発を

行います。 

都市計画の用途地域内において、公道沿いに緑

や花があふれる景観づくりを推進します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○景観づくり事業 

○緑と花の沿道推進事業 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

緑と花の沿道推進事業実施件数の
増加 

平成26年度 平成33年度 
事業に取り組んだ累積実
施件数 89件 124件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 自然景観保全の推進 

 

③  リアス式と砂浜の海岸線、「日本の棚田百選」に

選定されている棚田などの農地や里山集落など、

自然豊かな景観の保全に努め、集落美化活動、道

路・河川愛護活動、遊休地や山林の植栽活動を推

進します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○棚田等農地保全整備事業 

○美化活動の推進 
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２ 環境保全と快適な住環境づくりの推進 

 

 

● 先人によって守られてきた豊かな自然環境を後世に引き継ぎ、また快適な住環境を確

保するためには、市民一人ひとりが環境保全・美化に対する意識を高め、行政、市民、

事業者、関係団体等が協働した取り組みが求められています。 

● 浜田浄苑や火葬場等の生活関連施設は、老朽化が進んでいることから、長寿命化や統

廃合等の対策を講ずる必要があります。 

● 少子高齢化や核家族化の進展に伴い、犬猫等のペットを飼養する家庭が増加する一方

で、鳴き声や糞尿放置、放し飼いなどによるトラブルの事例も発生しています。 

 

 

 

● 市民による美化活動が自発的に行われるよう、情報発信や啓発・教育活動に取り組み、

地域や関係機関等と連携を深めて環境の保全・保護に努めます。 

● 身近な住環境の快適性を確保するため、生活関連施設を整備するとともに、市民の自

発的な環境美化活動や動物愛護を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

環境アダプトプログラム登録団体数
の増加 

平成26年度 平成33年度 
環境アダプトプログラムへの
登録団体数 29団体 35団体 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

環境出前講座の開催回数の増加 

平成26年度 平成33年度 

出前講座の通算開催回数 
0回 30回 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 市民による美化活動の推進 

快適な住環境を確保するため、地域のサークル

や団体によるボランティア活動を支援し、市民の

美化活動推進に取り組みます。 

 

〈主な事業・取り組み〉 

○環境アダプトプログラム推

進事業 

② 環境教育活動の推進 

環境清掃指導員の育成研修会や公民館、学校等

での環境に関する出前講座を開催します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○環境リーダー研修事業 

○環境出前講座の開催 
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③ 生活関連施設整備の推進 

浜田浄苑は平成 9年 2月の供用開始から 18年が

経過し、機械設備等の耐用年数が経過しているた

め、施設の長寿命化に取り組みます。 

また、市内 4 箇所に設置している火葬場につい

ては、老朽化に伴い順次統廃合を進めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○浜田浄苑環境整備事業 

○三隅火葬場増改築事業 

 

④ 動物愛護の推進 

動物の愛護や遺棄防止、無責任な餌やりの制限

等についての意識啓発に努めます。 

また、犬の飼養者等に対する狂犬病予防注射や

飼い方教室等の実施に取り組みます。 

 

〈主な事業・取り組み〉 

○狂犬病予防対策事業 

○犬の飼い方教室の実施 
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３ 地球温暖化対策の推進  

 

 

● 二酸化炭素の排出や森林の伐採等により、地球温暖化は進行し、海面上昇や異常気象

を招くなど、今なお全世界的な問題としてその対策が求められています。 

このため、自然エネルギーの利用や省エネルギー推進のために、個人や家庭、市民団

体・グループ、事業所等における足元からの活動が不可欠となっています。 

● 公共施設に太陽光発電システムやバイオマス発電設備を整備するなどの取り組みを行

ってきましたが、引き続き、環境にやさしい再生可能エネルギーの導入促進に取り組む

必要があります。 

 

 

 

● 市民、事業者、行政が一体となって地球温暖化対策に取り組み、地球環境にやさしく、

環境負荷の少ない資源循環型社会の構築を目指して、省エネルギー対策や再生可能エネ

ルギーの導入に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

はまだエコライフ推進隊の会員数
の増加 

平成26年度 平成33年度 
はまだエコライフ推進隊の
会員数 143会員 190会員 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 再生可能エネルギーの導入促進 

住宅用太陽光発電システムの設置支援を行うと

ともに、太陽光や太陽熱、風力、バイオマス等の再

生可能エネルギーの企業等による導入に対する支

援や行政による施設活用を行い、環境にやさしい再

生可能エネルギーの導入を促進します。 

また、再生可能エネルギーへの理解とその普及に

努めるため、地域、事業者、行政が協働したエネル

ギー・環境教育の取り組みに向けて検討を進めま

す。 

〈主な事業・取り組み〉 

○住宅用太陽光発電システム

設置補助 

○公共施設等における再生可

能エネルギー設備導入 

② エコライフスタイルの推進 

国の新たな二酸化炭素削減目標等を踏まえた活

動を公益財団法人しまね自然と環境財団やエコラ

イフ推進隊等と協働で取り組み、市民への有用な情

報も広く発信し、エコライフを啓発していきます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○もったいない推進事業 

○マイバッグ持参運動の推進 
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４ 循環型社会の構築  

 

 

● 国においては、平成 12年の循環型社会形成推進基本法を制定以降、処理・処分を中心

としたシステムから、ごみの減量と、有効利用を図ることにより環境への負荷が少ない

「循環型社会」の構築を目指しています。 

● 市民や事業者の意識の醸成を図りながら、ごみの排出抑制や減量化、資源化を積極的

に進めていますが、市民一人あたりのごみ排出量は増加傾向にあり、引き続き深化した

取り組みが求められています。 

● 平成 23年度から不燃ごみの被覆型埋立処分場の供用を開始しましたが、廃プラスチッ

クの処分方法や高齢者にとって分かり易いごみの分別収集も含め、その延命のための対

策を研究する必要があります。 
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 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

ごみの総排出量（ｔ） 21,580 21,488 21,536 21,659 21,709 21,427 

一人あたりの排出量（g） 961 958 972 989 1,003 1,004 

リサイクル率（％） 25.3 24.1 24.6 24.0 24.0 23.7 

 

 

 

 

● 地域で循環型社会を構築するため、ごみの減量化や資源化に関する意識啓発に努め、

資源を有効活用する地域循環システムの形成を目指します。 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

■ごみの総排出量と一人あたり一日平均排出量の推移 
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◎Ｒｅｆｕｓｅ（リフューズ）：ごみになるものは断る 

買い物にはマイバッグを持って、過剰包装を断ります。 

◎Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）：ごみを減らす 

シャンプー等は、詰め替え用で補充します。 

◎Ｒｅｕｓｅ（リユース）：繰り返し使用する 

（何度でも洗って使える）リターナブル容器に入ったものを選びます。 

◎Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）：再生して利用する 

廃食用油、古着・古布等の拠点回収リサイクル事業を利用します。 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

市民一人あたりのごみ排出量の減
少 

平成26年度 平成33年度 
総ごみ排出量÷本市人口÷
365日 1,004ｇ 967ｇ 

ごみのリサイクル率の増加 

平成26年度 平成33年度 （直接資源化量＋中間処理
後資源化量）÷総ごみ排出量
×100 

23.7％ 24.6％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 主要施策 

 

① ４つの「Ｒ（アール）」によるごみの減量化の推進 

ごみを減らす「４Ｒ」に取り組み、環境にやさし

い、無駄のない暮らしを目指すため、市民の自主的

な取り組みが広がるように各種啓発活動や情報提

供等を行います。  

〈主な事業・取り組み〉 

○生ごみ処理機購入費の助成 

○もったいない推進事業 

② 廃棄物の適正な処理の推進 

ごみの飛散がない環境配慮型の被覆型埋立処分

場を有効に利用し、環境への負荷の少ない適正なご

み処理を行います。さらに、ごみ焼却の過程で出る

スラグの再利用に努めるとともに、廃プラスチック

の焼却による埋立処分場の延命化を目指します。 

また、後を絶たない不法投棄については、防止の

ための環境パトロールの強化や監視カメラの設置、

意識啓発に努めます。 

 

〈主な事業・取り組み〉 

○ごみ処理対策事業 

○不法投棄ごみゼロ運動 
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Ⅴ 生活基盤が整った快適に暮らせるまち 
（生活基盤部門） 

 生活の基盤となる道路や鉄道、港湾などの交通基盤を充実するとともに、情報通信基盤

を整備し、快適に暮らせるまちを目指します。 

 

 

 

１ 道路環境の整備 

主要施策 目標数 事業数 

① 山陰道（浜田～益田間）の整備促進 2 2 

② 県道改良事業の促進 1 2 

③ 農道、広域基幹林道整備事業 2 3 

④ 市道改良事業 5 5 

２ 公共交通の充実 

主要施策 目標数 事業数 

① わかりやすい公共交通ネットワークの構築 2 4 

② 交通弱者にやさしい移動手段の確保 1 3 

③ 利用しやすい交通環境の整備 1 2 

３ 地域情報化の推進 

主要施策 目標数 事業数 

① GIS（地図情報システム）情報の公開推進 1 1 

② クラウド化の推進 1 2 

③ システムの安全性・継続性の確保 1 2 

④ 携帯電話不感地域の解消 1 １ 

４ 充実した都市基盤の整備 

主要施策 目標数 事業数 

① 浜田駅周辺整備  3 

② 城山公園整備  2 

③ 市役所周辺整備  2 

５ 快適な生活基盤の整備 

主要施策 目標数 事業数 

① きれいで安全な水道水の供給 1 4 

② 快適な生活環境づくりに向けた下水道の整備 1 2 

③ 住みやすい住宅環境の整備  5 

④ まちづくりの基本である地籍の明確化 1 1 

 

合計  21   46 

【担当部】 ・総務部 

・地域政策部・産業経済部 

・都市建設部・上下水道部 
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１ 道路環境の整備 

 

 

● 国道、県道及び広域農道などの主要幹線道路は、遂次改良が進められています。これ

らの道路と山陰道を早期に結ぶ高速ネットワークの整備が期待されています。 

● 市道や農林道は、地域に密着した生活道であり、快適な生活を送るためには整備が必

要です。 

 

 

 

● 高速ネットワークの整備に向け、山陰自動車道の早期整備を推進します。 

● 快適な市民生活を確保し、地域の産業振興を図るため、自治区間を 20分で連絡する地

域内道路ネットワークを整備するとともに、緊急車両が円滑に通行できる市道の改良を

促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

浜田三隅道路の全線開通 

平成26年度 平成33年度 ・浜田三隅道路全線 14.5Km
の供用開始 

・石見三隅ＩＣの供用開始 
一部 

供用開始 
平成 28年度 
供用開始 

三隅益田道路の全線開通 

平成 26年度 平成 33年度 ・三隅益田道路全線 15.2Km
の供用開始 

・（仮称）岡見ＩＣの供用開
始 

事業中 供用開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 山陰道（浜田～益田間）の整備促進 

山陰道は、地域経済の発展や福祉・医療におけ

る活動に必要不可欠であり、災害時において国道 9

号の代替路線として機能する重要な道路であるこ

とから、早期整備を推進します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○浜田三隅道路 

○三隅益田道路 

② 県道改良事業の促進 

主要地方道や一般県道は、広域的な観光

ルートを形成するとともに、各支所間を連

絡する重要な幹線道路であることから、道

路改良を促進します。 

 

〈主な事業・取り組み〉 

○国道 186号、浜田八重可部線、浜田美

都線、三隅美都線、田所国府線、桜江

金城線、弥栄旭インター線 

○三隅井野長浜線、今福芸北線、美川周

布線、黒沢安城浜田線、佐野波子停車

場線、一ノ瀬折居線、益田種三隅線 
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目標 現状 目標 目標の説明 

県道改良促進 

平成26年度 平成33年度 
14路線の内 7路線、13工区
の完了をめざす。 14路線 

（21工区） 
7路線 

(8工区) 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

農道整備促進 

平成26年度 平成33年度 
3路線合計の整備率 

(3路線完了) 69％ 100％ 

林道整備促進 

平成26年度 平成33年度 
3路線合計の整備率 

（3路線の内 1路線完了） 78％ 90％ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

市道浜田 527号線道路改良 

平成26年度 平成33年度 浜田自治区 浜田駅周辺の
市道を整備し、駅南北の連
絡を円滑にする。 0％ 100％ 

市道小国峠線道路改良 

平成26年度 平成33年度 
金城自治区 狭小な市道の
改良を行う。 0％ 50％ 

市道戸地線道路改良 

平成26年度 平成33年度 
旭自治区 集落間を結ぶ幹
線市道の整備 10％ 40％ 

市道谷線道路改良 
平成26年度 平成33年度 

弥栄自治区 主に突角剪除
を行う。 0％ 50％ 

市道白砂 1号線道路改良 
平成26年度 平成33年度 三隅自治区 急カーブ、狭

小市道の改良、及び集落の
環状機能の充実を図る。 30％ 50％ 

③ 農道、広域基幹林道整備事業 

農産物や林産物の搬出に重要な役割を

果たしていることから、道路整備を促進し

ます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○一般農道田原地区 

○一般農道はまだ中央地区、櫟田原地区 

○林道足尾線、金城弥栄線、三隅線 

④ 市道改良事業 

 

 

 

策定された道路計画に基づき、着実に整

備を進めます。幅員狭小の行き止まり道路

については、回転場の整備を行います。 

〈主な事業・取り組み〉 

○市道浜田 527号線道路改良 

○市道小国峠線道路改良 

○市道戸地線道路改良 

○市道谷線走路改良 

○市道白砂 1号線道路改良 



【第 2章 前期基本計画】 3 部門別計画 

第 2 次浜田市総合振興計画 - 54 -  

２ 公共交通の充実 

 

 

● 自家用車の普及・拡大と人口減少の影響により、路線バス等の公共交通利用者は、年々

減少傾向にあります。 

● 一方で、自家用車を運転できない交通弱者にとって、公共交通は、生活に必要不可欠

なサービスです。中でも特に、高齢者が安心して生活（通院・買い物等）できる交通手

段の確保や移動支援策の構築は、早急に取り組むべき課題となっています。 

● また、将来にわたって安心して利用できる持続可能な公共交通サービスを展開するた

めには、市の財政負担の軽減に努めるとともに、公共交通の利用促進に取り組む必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 市民・交通事業者・行政の協働により、高齢者等の交通弱者が安心して生活できる持

続可能な公共交通網の構築に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① わかりやすい公共交通ネットワークの構築 

通勤・通学・通院・買い物等の市民生活に必要な

路線バスや予約型乗合タクシー等の公共交通を確

保します。 

また、地域ニーズへの対応と財政負担の軽減を念

頭に、既存の交通サービスの見直し等を行い、より

効率的でわかりやすい公共交通網への再編に取り

組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○路線バス利用促進事業 

○生活路線バス運行事業 

○予約型乗合タクシー運行事業 

○地域公共交通再編事業 

119 118 117 115 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

生活路線バス 1 便当たり利用者数
の維持 

平成26年度 平成33年度 
生活路線バス 1便当たりの年

間利用者数 2.0人/便 
2.0人/便 
以上 

予約型乗合タクシー1 便当たり利

用者数の維持 

平成26年度 平成33年度 
予約型乗合タクシー1 便当た

りの年間利用者数 1.8人/便 
1.8人/便 
以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

輸送事業に取り組む地域自主組織
数の増加 

平成26年度 平成33年度 
主体的に輸送事業に取り組
む地域自主組織の数 1団体 3団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

環境整備を実施したバス停数の増
加 

平成26年度 平成33年度末 市がベンチや上屋の設置等、
環境改善に取り組んだバス
停数の累計 3か所 6か所 

 

 

 

 

 

 

② 交通弱者にやさしい移動手段の確保 

地域や交通事業者と連携して、高齢者等の交通

弱者に配慮した「ドア・トゥ・ドア型」の移動手

段の確保に取り組みます。 

また、敬老乗車券交付事業の本格導入により、

運賃負担を軽減し、高齢者等が外出しやすい環境

づくりに努めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○予約型乗合タクシー運行事業 

○自治会等輸送活動支援事業 

○敬老乗車券交付事業 

③ 利用しやすい交通環境の整備 

バス停の待合環境の改善や、乗り継ぎしやすい

ダイヤの設定、高齢者等の利用に配慮した車両の

導入等、公共交通利用者の利便性向上に取り組み

ます。 

また、商業施設と連携した新たな利用促進の仕

組みづくり等を推進し、公共交通利用者の減少抑

制に努めます。 

 

〈主な事業・取り組み〉 

○地域公共交通再編事業 

○生活路線バス車両整備事業 
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３ 地域情報化の推進 

 

 

● 全市に光ケーブル網を設置し、ＣＡＴＶ網と携帯基地局の整備を積極的に進めるなど

した結果、高速情報通信基盤の整備は概ね完了しています。 

● ＩＴ技術は日進月歩で進展しており、ＩＴ技術を活用した施策は地域の活性化に大き

く影響することから、更なる施策の展開が必要となっています。 

● ＩＴを活用した行財政改革のための分析提案を行い、防災防犯、コミュニティ活性化、

産業の振興、観光交流の促進、医療・福祉の充実、学力の向上などに寄与することが必

要です。 

 

 

 

● 既に整備した高速情報通信環境とＩＴ技術を活用し、より利便性・経済性・安全性・

継続性の向上したシステムやサービスの提供を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

市民向けのＧＩＳ情報提供 

平成26年度 平成33年度 

市民向け公開レイヤー数 
0 14 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

各種システムのクラウドサービスへの

切り替え 

平成26年度 平成33年度 
庁内システムをクラウドサ
ービスに切り替えた件数 2件 7件 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① ＧＩＳ（地図情報システム）情報の公開推進 

地図情報に関連した情報の公開を行います。 

特に、市民にとって有益な「ＡＥＤの設置場所」、

「ハザードマップ」、「避難所マップ」等、災害関

連情報の提供を行います。 

〈主な事業・取り組み〉 

○統合型ＧＩＳ管理事業 

② クラウド化の推進 

クラウドサービスを活用することで、コストの

削減を図りつつ住民サービスの向上を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○基幹系システム次世代化事業 

○情報ネットワークシステム再

構築事業 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

ＢＣＰ（事業継続計画）の策定・運用 

平成26年度 平成33年度 

ＢＣＰ計画を策定する 
未策定 策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

携帯電話不感地域の解消 

平成26年度 平成33年度 
携帯電話が利用できない集
落の数 8集落 0集落 

 

 

 

 

③ システムの安全性・継続性の確保 

社会保障・税番号制度（マイナンバー）が開始

される中で、セキュリティ対策の重要性はこれま

で以上に増大するため、適切な投資を行います。 

また、自然災害や火災などの緊急事態において

も公共サービスの継続・早期復旧を可能とするた

め、情報システムのＢＣＰ（事業継続計画）を策

定します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○基幹系システム次世代化事業 

○情報ネットワークシステム再

構築事業 

④ 携帯電話不感地域の解消 

携帯電話やスマートフォンは日常生活の様々

な場面で活用されており、災害時や緊急時の連絡

手段としても重要視されていることから、どこの

地域でも利用できる環境が必要になっています。 

このような移動型通信機器の環境整備は、必要

不可欠な地域の生活基盤として捉え、不感地域の

解消に努めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○移動用通信鉄塔整備事業 
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４ 充実した都市基盤の整備 

 

 

● 核家族化、モータリゼーションの進展等から、平地が少ない本市は、郊外での開発等

による人口流出が進み、中心市街地の空洞化が懸念されます。 

● 人口減少、少子高齢化が進む中、市街地の拡大を抑制し、これまでに整備してきた社

会資本ストックを有効に活用するとともに、中心市街地や地域生活拠点に都市機能を誘

導し、充実することにより、効率的でコンパクトな都市づくりを進める必要があります。 

 

 

● 既存の都市基盤施設の有効活用を図るとともに、中心市街地並びに各地域生活拠点を

中心とした都市機能の誘導、充実によるコンパクトでまとまりのある集約型市街地の形

成を図ります。 

● 集約型市街地の形成を図るためには、魅力ある都市空間の形成が必要となります。浜

田駅周辺、城山公園周辺、市役所周辺等を中心に魅力ある都市空間の形成を図り、利便

性の向上と観光、交流人口の増加による賑わいの創出を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 浜田駅周辺整備 

浜田駅を中心として土地区画整理事業や駅北

開発を行い、土地利用が充実しつつあります。更

なる南北一体化のための自動車動線の確保や本

地区にふさわしい有効な土地利用の誘導等によ

る賑わいの創出を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○市道浜田 555号線改良 

○市道浜田 556号線改良 

○土地の有効利用 

② 城山公園整備 

城山公園は、眺望に優れた桜の名所として多く

の市民等に親しまれている中心市街地の貴重な

都市基盤施設であることから、立地性や地域独自

の資源として活用し、地域愛を深めるとともに、

観光、交流の場となる整備を行い、市街地の魅力

と賑わいの創出を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○（仮称）浜田歴史神楽館建設 

○環境整備 

③ 市役所周辺整備 

市役所、国の浜田法務総合庁舎等が立地する市

役所周辺地区について、市民等に直結する行政機

関等の集約化、高度化によるワンストップサービ

スの形成を目指します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○国、県、市の行政施設の合築 

○警察跡地の有効活用 
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５ 快適な生活基盤の整備 

 

 

● 水道事業は、国の方針に基づき平成 28年度末に簡易水道事業を統合することになって

おり、統合に伴う経営基盤の強化や老朽管路の更新等が大きな課題となっています。 

 工業用水道は、中国電力三隅発電所及び誘致企業に工業用水を供給しています。 

● 下水道事業は、集合処理や合併処理浄化槽など整備を行ってきましたが、市街地での

下水道整備に未着手のため、市全体としては整備が進んでいない状況です。 

（平成 26年度末の汚水処理人口普及率 浜田市 44.１％、島根県 77.0％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 市営住宅は、老朽化した住宅が増えており、今後、これらの維持、管理、建替を含め

た整備等を行うため、建替費用や修繕費用を抑制し、計画的・効率的な住宅施策を進め

る必要があります。 

● 民間の木造住宅については、地震等の災害に備えるため耐震診断や耐震改修を行う必要が

あります。また、空き家については年々増加しており、安全性の観点から適正な管理が求め

られています。 

● 本市の地籍調査は、平成 26 年度末で約 40％の進捗率であり、全国平均の約 51％を下

回っています。特に、過疎・高齢化が進む中山間地域においては、山林の荒廃と境界の

不明化が進み、境界の確認が困難になることが危惧されており、地籍調査の早急な実施

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

70.4% 72.1% 73.4% 74.0% 76.2% 77.0%

38.9% 40.3% 41.4% 41.8% 43.1% 44.1%
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■汚水処理人口普及率
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グラフ追加 
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● 水道事業は、引き続き市民が安心して水道を利用できるよう、事業の統合や施設の効

率的な整備を進めます。 

● 下水道事業は、市街地での公共下水道整備に積極的に取り組むとともに、既存の集合

処理事業への接続率の向上や合併処理浄化槽設置への助成継続に努め、地域の実情に応

じた手法により整備を進めます。 

● 市営住宅等の整備については、浜田市住宅マスタープランや浜田市公営住宅等長寿命

化計画に基づき、良好な居住環境を保全するために、既存住宅の適切な管理と維持保全

を行いつつ、社会情勢の変化により多様化する住宅ニーズに対応した住宅施策を進め、

市民生活の安定と社会福祉の増進に努めます。 

● 浜田市建築物耐震改修促進計画に基づき民間の木造住宅の耐震化を図ります。また、空き

家の適正な管理に関する啓発を行い、住みやすい環境の整備に努めます。 

● 地籍調査については、境界トラブルの未然防止、登記手続きの簡素化、土地取引の円

滑化、公共事業の迅速な推進を図るため、計画的に事業を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

管路の耐震化率の増加 

平成25年度 平成33年度 災害拠点病院等の重要給水施
設への耐震管路の割合 

H25延長 324,510ｍ 
H33延長 330,000ｍ 

10.5％ 

（33,973ｍ） 

21.2％ 

（70,000ｍ） 

 

 

 

 

 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① きれいで安全な水道水の供給 

簡易水道事業を統合し、全市一つの水道事業として

運営します。きれいで安全な水道水を市民に供給する

ことは水道事業の使命ですが、独立採算が原則のた

め、今後も安定的に水道水を供給するためには経営基

盤の強化が必要であり、水道料金の改定・統一を行い

ます。 

また、水道水の安定供給のため、管路更新計画を策

定し、老朽管等の計画的な更新・改良に努めます。 

特に、浜田医療センターをはじめとした主要医療機

関等への管路更新を優先して取り組みます。 

工業用水道は、三隅発電所 2号機の建設計画に合わ

せて必要な水量を供給します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○簡易水道事業の水道事業へ

の統合 

○水道料金の改定（全市統一） 

○老朽施設の更新や耐震化 

○三隅発電所 2号機への工業用

水の配水 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

地籍調査実施済み面積の増加 

平成26年度 平成33年度 第 6次国土調査事業 

10 年計画（平成 22 年度～31
年度）の目標値を 2 か年スラ
イド 

266.89k㎡ 
(40.0％) 

406.97k㎡ 
(61.0％) 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

汚水処理人口普及率の増加 

平成26年度 平成33年度 
汚水処理施設が整備されてい
る区域内人口の割合 44.1％ 51％ 

② 快適な生活環境づくりに向けた下水道の整備 

中心市街地における公共下水道整備については、最

優先で実施し、平成 30 年度には工事着手ができるよ

う事業推進に努めます。特に本市は、国土交通省の低

コスト型下水道整備モデル都市に選定されており、国

土交通省と直接協議しながら、概ね 30 年程度で整備

完了となるよう円滑な事業推進に取り組みます。 

下水道事業は、住民に清潔で快適な生活をもたらす

のみならず、河川等の水質を保全し、海の資源を豊か

にするためにも重要な事業であり、これまでに整備を

進めてきた公共下水道事業、農業・漁業集落排水事業

への接続をさらに推進するとともに、個人への合併処

理浄化槽設置助成事業を行うなど、地域に応じた快適

な生活環境づくりに向けた取り組みを行います。 

〈主な事業・取り組み〉 

○市街地における公共下水道

事業の推進 

○合併処理浄化槽設置助成事

業（個人設置） 

③ 住みやすい住宅環境の整備 

〈主な事業・取り組み〉 

○市営住宅適正配置事業 

○公営住宅等長寿命化改修事業 

○小福井住宅建替事業 

○木造住宅耐震化等促進事業 

○住宅リフォーム助成事業 

④ まちづくりの基本である地籍の明確化 

市営住宅の適正な配置と管理を目指し、平成 28

年度に浜田市住宅マスタープランを策定します。

その計画に基づき、老朽化した住宅の集約建替等

や用途廃止した住宅の解体を行います。 

浜田市公営住宅等長寿命化計画に基づき、耐久

性を向上させる等の改修工事を行い、既存住宅の

有効活用に努めます。 

市内の木造住宅の耐震化や空き家の所有者に対

する適正管理の意識啓発を行い、安全で良好な住

環境の整備を推進します。 

平成 25年度に調査完了となった旭自治区を除く

4 自治区において、平成 22 年度から始まった第 6

次国土調査事業 10箇年計画に基づき、目標達成に

向けて積極的に事業に取り組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○地籍調査事業 

調査対象面積 

   A＝667.64k㎡ 
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空白 

（調整ページ） 
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Ⅵ 安全で安心して暮らせるまち 
（防災・防犯・消防部門） 

 市民と行政が協働で、地域の防災や防犯活動を推進し、安全で安心して暮らせるまちを

目指します。 

 

 

 

１ 災害に強いまちづくりの推進 

主要施策 目標数 事業数 

① 住民への情報周知手段の確保・充実 2 2 

② 共助による地域防災力の向上 1 1 

③ 災害応急活動体制の整備 1 3 

④ 防災事業の推進  2 

  

２ 地域防犯力の強化・交通安全対策の推進 

主要施策 目標数 事業数 

① 地域における防犯意識の高揚と犯罪のない地域社会の形成 1 2 

② 安全で快適な交通環境づくり  2 

 

３ 消防・救急体制の充実 

主要施策 目標数 事業数 

① 消防本部・消防署の体制の強化  2 

② 適切な救命処置と救急業務高度化への対応 1 4 

③ 地域における救急救命体制の整備 2 2 

④ 火災に強いまちづくり 1 2 

⑤ 消防団の充実強化と消防本部・支所との連携強化  3 

 

合計  9    25 

 

 

 

 

【担当部】 

・総務部 

・都市建設部・消防本部 
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１ 災害に強いまちづくりの推進 

 

 

● 本市は、過去に幾度となく集中豪雨による激甚災害に見舞われ、その教訓を活かした

災害に強いまちづくりが求められており、より一層防災・減災対策を推進していく必要

があります。 

● 集中的な豪雨や竜巻、新型インフルエンザ等の新たな感染症、武力攻撃やテロ等、様々

な危機への的確な対応が求められており、各種の危機情報や警報、避難の指示・誘導等

の情報を市民に確実に伝える必要があります。 

● 自助・共助・公助の考え方に基づき、市民の防災意識の高揚に努めるとともに、自主

防災組織の設立や活動支援を行い、地域における防災力の向上を図る必要があります。 

● 国や県などの行政機関、電気通信や電力供給などの公共機関との連携体制の更なる強

化、また、地域の事業者等と災害支援に関する協定の締結等により、災害応急活動体制

の整備・充実を図る必要があります。 

 

 

 

● 「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」、「公助」の適切な役割分担に基づく防災協

働社会の実現を目指し、「災害に強い、安全で安心な活力あるまちづくり」を推進します。 

● 浜田川総合開発と矢原川ダムの建設を推進するとともに、地すべりや土石流対策、急

傾斜地崩壊対策、海岸保全対策等の防災事業を推進します。 

● 生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある土砂災害特別警戒区域に関する

様々な情報提供を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 住民への情報周知手段の確保・充実 

災害発生時に最も重要なのは、早期避難等の住

民の自主的な行動（自助）です。避難の判断をす

るためには、早くて正確な情報提供が必要です。 

このため、防災行政無線屋外拡声子局の増設

や、防災防犯メール登録者数の増加に努めるとと

もに、気象情報や避難準備情報等、より多くの住

民の方への正確な情報伝達に努めます。 

また、ハザードマップについては、必要に応じ

て最新の情報に更新し、見やすくわかりやすいも

のに改定します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○浜田市防災行政無線屋外拡

声子局増設事業 

○防災無線等施設維持管理 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

屋外子局数の増加（浜田自治区） 

平成26年度 平成33年度 

屋外拡声子局の数 
33局 53局 

防災防犯メール登録者数の増加 

平成26年度 平成33年度 
浜田市防災防犯メールに登
録している者の数 5,826人 10,000人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

自主防災組織の組織率の増加 

平成26年度 平成33年度 
世帯数に対する組織された

地域の世帯数の割合 46.5％ 70.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 共助による地域防災力の向上 

災害発生時には、公的機関のみでは十分な対処

ができないため、日頃から地域や近隣の人々が集

まって、互いに協力しながら防災活動に取り組む

「共助」が必要となります。 

このため、自主防災組織の設立を進め、未設立

の地域に対しては、防災出前講座による啓発活動

の実施や、防災資機材の購入費補助等により設立

を支援します。 

また、避難行動要支援者に対しては、地域住民

が避難行動要支援者名簿を活用し、個別支援計画

の作成ができるよう支援を行います。 

〈主な事業・取り組み〉 

○地域安全まちづくり事業 

③ 災害応急活動体制の整備 

災害発生又はそのおそれがある場合には、災害

対策本部等において迅速・的確な応急対策を行う

必要があるため、ＩＰ無線機等の導入や、県防災

情報ネットワーク再整備等を進めるとともに、食

料、飲料水、生活必需品、防災資機材等の備蓄を

進め、指定避難所の適正配置や設備の改善に努め

ます。 

また、住民参加型の総合防災訓練を関係機関と

連携して実施し、災害対応に対する住民理解の向

上に努めます。 

海難（水難）事故については、海上保安部、警

察署、民間団体等と協力し、迅速に対応できる体

制の整備に努めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○備蓄物資配置事業 

○災害時連絡体制確保事業 

○県防災情報ネットワーク再

整備事業 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

総合防災訓練参加者数の増加 

平成26年度 平成33年度 
市総合防災訓練に参加する
関係者、市民の人数の累計 600人 10,000人 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 防災事業の推進 

二級河川浜田川流域の治水、利水対策として浜田

川総合開発事業（第二浜田ダム建設及び浜田ダム再

開発）を進めます。また、二級河川三隅川流域では

既設の御部ダムと建設中の矢原川ダムの洪水調整に

より、過去に甚大な浸水被害を受けた三隅市街地を

守ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○浜田川総合開発事業（県事業） 

○矢原川ダム事業（県事業） 

 



【第 2章 前期基本計画】 3 部門別計画 

第 2 次浜田市総合振興計画 - 67 -  

２ 地域防犯力の強化・交通安全対策の推進 

 

 

● 近年の急激な社会環境の変化に伴い、人々の価値観や生活様式は多様化し、地域社会

における連帯感や規範意識の希薄化が顕著になってきており、暮らしの安全と安心を確

保するためには、地域社会が持つ犯罪を抑止する機能の充実強化が重要な課題となって

います。 

● 浜田警察署管内での犯罪は減少傾向にありますが、高齢者を狙った還付金詐欺や悪質

な訪問販売、不審者による女性や子どもへの声かけ事案等は続いており、犯罪を未然に

防止するために警察と関係機関、市民、地域が連携した地域ぐるみの防犯体制を強化す

る必要があります。 

● 近年交通事故死者数に占める高齢者の割合が高い傾向が続いています。今後ますます

高齢化が進展する中、高齢者の交通事故防止活動を強力に推進し、きめ細かな高齢者支

援対策を図る必要があります。 

● 子どもの交通事故対策については、学校、保護者等と協力しながら交通ルールと正し

い交通マナーを身に付けさせるための実践的な交通安全指導が必要です。また、見守り

隊等のボランティア団体との連携、通学（園）路の危険箇所の把握・改善等により、登

下校（登降園）時の交通事故等の防止を図る必要があります。 

 

 

 

● 犯罪防止に配慮した生活環境の整備に努めるとともに、「自分たちのまちは自分たちで

守る」、「地域の安全は地域で守る」という市民の防犯意識を高め、市民と行政が一体と

なった地域ぐるみの防犯活動を推進します。 

● 交通安全施設の整備・拡充に努めるとともに、警察等の関係機関と連携し、市民に対

する交通安全教育、啓発活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 地域における防犯意識の高揚と犯罪のない地域社会の形成 

浜田市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

の基本理念に基づき、市民一人ひとりの自主防犯意

識の高揚を図るとともに、自主的な活動を活性化

し、連携が深まる活動を促進します。 

また、子どもや高齢者等の防犯上配慮を要する人

について、被害防止などの取り組みを進めるととも

に、防犯設備士等の有資格者等を有効活用し、地域

住民が連携して地域全体で子どもや高齢者等を見

守る活動を促進します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○地域安全まちづくり事業 

○協議会等負担金 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

防犯出前講座の開催回数の増加 

平成26年度 平成33年度 

講座の年間開催回数 
6回 40回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 安全で快適な交通環境づくり 

警察、交通安全協会、学校、交通指導員等と連

携し、高齢者や子どもの年齢層に応じた交通安全

教育を推進します。 

また、広報やチラシの配布、市ホームページ、

ケーブルテレビ等を活用した広報啓発活動により

交通安全意識の高揚を図ります。 

 

〈主な事業・取り組み〉 

○交通指導員配置事業 

○交通安全対策協議会助成事

業 
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３ 消防・救急体制の充実 

 

 

● 一人暮らしや高齢者のみの世帯が増え、また、地域のつながりが希薄になっているこ

とから、救急や火災、その他の災害に対して地域での対応力が低下しています。 

● 救急需要が増加しており、今後も高い水準で要請が続くことが予想されます。広い市

域のどこであっても、迅速な病院前救護と円滑な救急搬送が行える体制を作る必要があ

ります。 

● 全国的に高齢者や子どもが犠牲になる火災が頻発しています。市民の防火意識の高揚

を図り、住宅用火災警報器の普及を促すとともに、高齢者施設等への防火指導を強化し、

火災を発生させない環境を作ることが重要となっています。 

● 災害は、複雑化、多様化、また大規模化しています。これらの災害に備えるため、消

防本部の出動体制の強化を図る必要があります。 

さらに、本市が大きな被害を受けた時に備え、県内の消防相互応援協定や緊急消防援

助隊等の早い要請と迅速な受入体制を構築するとともに、要請があれば、島根県隊とし

て被災地に出動できる体制を維持していくことが課題となっています。 

● 消防団員が減少し、高齢化が進む中、新たな団員を確保し、装備品や資器材を充実す

るなど、消防団の災害対応力の強化が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

48 28 32 27 39 

2,736 
2,878 2,824 

2,958 2,875 
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0 
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■消防署出動件数の推移

※毎年1月～12月の実績による。
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● 市民との協働により、地域で安心して暮らせる救急救命体制を整備するとともに、火

災や交通事故、その他の災害に迅速・的確に対応できるよう出動体制を整えるなど、消

防本部の災害対応力の強化を目指します。 

● 消防団を充実強化し、消防団と消防本部、支所、そして自主防災組織をはじめとする

地域との連携を深めることにより、地域における防災力の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

救急救命士の資格取得者数の増加 

平成26年度 平成33年度 
消防職員における救急救命士の資

格取得者数 32名 38名 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 消防本部・消防署の体制の強化 

消防職員の定数について、出動体制の強化を図

るとともに、実動可能な人員を確保するため増員

を検討します。今後予定される三隅発電所２号機

の着工にあわせて、三隅出張所の増員を図ります。 

また、建築後 37年経過している消防本部庁舎に

ついて、移転新築を検討します。あわせて、消防

署の体制・配置についても検討します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○実動可能人員の確保 

○三隅出張所の体制強化 

② 適切な救命処置と救急業務高度化への対応 

高規格救急自動車や救命資機材の充実を図り、ド

クターヘリを有効に活用することで、より早く現場

において救命処置が行える体制を作ります。 

救急救命士を計画的に養成するとともに、病院実

習を含めた生涯教育体制を構築し、質の高い救急業

務を行います。 

救急救命処置の拡大等、救急業務の高度化に対し、

医療の立場から病院前救護の質を保証するための地

域における体制の更なる充実強化を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○ヘリ臨時離着陸場の整備 

○救急救命士養成事業 

○気管挿管等病院実習事業 

○浜田・江津地区救急業務連

絡協議会事業 

市民への応急手当の普及を図るとともに、ＡＥＤ

の設置を促進します。 

また、救命体制が整備された事業所等を認定した

「まちかど救急ステーション」を増やし、市民と協

働し、地域における救急救命体制を整備します。 

③ 地域における救急救命体制の整備 

〈主な事業・取り組み〉 

○応急手当の普及啓発事業 

○まちかど救急ステーション

認定事業 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

応急手当の講習受講者数の増加 

平成26年度 平成33年度 
生産年齢人口の約 2割 
（5人に 1人） 4,542人 5,000人 

まちかど救急ステーション認定事
業所数の増加 

平成26年度 平成33年度 

毎年度 20事業所を認定 
42事業所 180事業所 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

防火講話・消火訓練実施回数の増
加 

平成26年度 平成33年度 

防火講話及び消火訓練の実施回数 
29回 50回 

⑤ 消防団の充実強化と消防本部・支所との連携強化 

消防団充実強化法（平成 25年）により、地域防災

の中核と位置づけられる消防団の機能向上を図るた

め、装備、資器材の充実や消防団協力事業所の認定

推進など、消防団員が活動しやすい環境づくりに取

り組むとともに、若者や女性の消防団員の加入を促

進します。 

また、各支所への消防職員の配置等、消防本部と

支所との連携を強化し、地域の特性に配慮した防災

事務を行う体制作りを検討し、地域における防災力

の強化に努めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○消防団員教育 

○消防団協力事業所事業 

○支所防災自治課への消防職

員の配置 

 

市民の防火意識を高め、火災が起きない、たとえ

起きても犠牲者を出さず被害を拡大させない環境づ

くりをすすめます。 

そのため、自治会等における防火講話や消火訓練

を積極的に開催するとともに、ケーブルテレビ等で

の広報やイベント会場での展示を通じて、火災の早

期発見、早期避難に役立つ住宅用火災警報器や、初

期消火に有効な住宅用消火器、着衣着火や延焼を防

ぐ防炎製品の普及に努めます。 

 

④ 火災に強いまちづくり 

〈主な事業・取り組み〉 

○防火講話や消火訓練等の実

施 

○住宅用火災警報器等の普及 
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空白 

（調整ページ） 
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Ⅶ 協働による持続可能なまち 
（地域振興部門） 

 市民や地域団体、企業、ＮＰＯ、行政が協働し、地域課題の解決や新たな取り組みを進

め、持続可能なまちを目指します。 

 

 

 

 

１ 地域コミュニティの形成 

主要施策 目標数 事業数 

① 市民との協働によるまちづくりの推進 1 3 

② 地域コミュニティ支援の充実 1 4 

③ 市民活動等への支援の充実 1 1 

 

２ 人がつながる定住環境づくりの推進 

主要施策 目標数 事業数 

① U・I ターン定住支援制度の充実 2 4 

② 定住支援情報の受発信 1 3 

③ 空き家を有効活用した定住支援 1 2 

④ 結婚活動支援の充実 1 1 

 

３ 大学等高等教育機関と連携した地域づくり 

主要施策 目標数 事業数 

① 大学等と市民との交流推進 1 3 

② 大学等の知的資源活用 1 3 

③ 大学等の学生支援 1 3 

 

４ 人権を尊重するまちづくりの推進 

主要施策 目標数 事業数 

① すべての人が大切にされる人権啓発の推進  3 

② 子どもの命と人権を守る活動の推進 1 1 

 

５ 男女共同参画社会の推進 

主要施策 目標数 事業数 

① 男女がともに参画する社会の実現 1 1 

 

合計  13   32 

【担当部】 

・総務部 

・地域政策部・教育部 
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１ 地域コミュニティの形成 

 

 

● 各地域では、少子高齢化と人口減少の進行により、自治機能の低下や地域リーダー不

足などにより地域活動は困難になってきており、市街地においては人口の空洞化が進ん

でいます。 

● 公民館区や小学校区などを基本とした「地区まちづくり推進委員会」の組織化と活動

支援に努めていますが、市街地においては組織化が進まず、中山間地域においては次代

を担う若者の育成に苦慮している状況です。 

● 今後、更なる住民自治を進めるためには、市民と行政が一体となった協働関係を築く

とともに、地域課題の解決に向けた取り組みを牽引する地域リーダーの育成やＮＰＯ・

ボランティア団体との更なる連携の強化が必要です。 

 

 

 

● 地区まちづくり推進委員会などの住民自治組織や地域リーダーの育成支援に努めると

ともに、地域の実情に応じた支援事業を実施することにより、地域の個性を活かした「地

域の力」による市民主体のまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

地区まちづくり推進委員会の組

織率の増加 

平成26年度 平成33年度 
地区まちづくり推進委員会に

参画する町内の組織率 66％ 90％ 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 市民との協働によるまちづくりの推進 

少子高齢化と人口減少が進む中で、市民の安

心・安全な生活を維持するためには、市民の主体

的な協力が重要であり、行政、民間、ＮＰＯ等が

協働したまちづくりを進める必要があります。 

 そのために、公民館の役割の一つである「ひと

づくり」活動と連携しながら、市民主体のまちづ

くりへの機運の益々の醸成を図るとともに、「地

区まちづくり推進委員会」の組織育成を推進しま

す。 

 また、地域協議会に「まちづくり推進」に積極

的に関わっていただく一方、定期的なフォーラム

や講演会を実施し、市民の声を市政に反映させま

す。 

〈主な事業・取り組み〉 

○地域協議会運営事業 

○協働推進事業 

○まちづくりフォーラム等の

研修会開催 



【第 2章 前期基本計画】 3 部門別計画 

第 2 次浜田市総合振興計画 - 75 -  

〈主な事業・取り組み〉 

○市民協働活性化支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

人材育成研修会等の開催回数の
増加 

平成26年度 平成33年度 
地域リーダー育成に関する研

修会の年間開催回数 2回 6回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

市民団体の補助事業申請件数の
増加 

平成26年度 平成33年度 
市民協働活性化支援事業の年

間実施件数 7件 15件 

 

② 地域コミュニティ支援の充実 

 「地区まちづくり推進委員会」が自主的に行う

特色ある地域活動に対し、積極的な支援を行うと

ともに、必要に応じて活動拠点施設の整備に向け

た検討を進めます。 

さらに、地域課題の解決に向けて中心的な役割

を担う“地域リーダー”の後継者づくりを進め、

女性や若い世代など、多様な人材の育成支援に取

り組みます。 

 また、地区まちづくり推進委員会が未設立の地

区に対しては、町内会や自治会等に対して積極的

に関わり、その地域の状況に応じた組織化への支

援を行います。 

 さらに、地区まちづくり推進委員会、町内会、

自治会間での、地域コミュニティ活動の情報交換

の仕組みづくりや環境を整備し、地域間の相乗的

な機運の醸成を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○まちづくり総合交付金事業 

○地域づくり振興事業 

○自治会活動等支援事業 

○人材育成研修会の開催 

③ 市民活動等への支援の充実 

ＮＰＯ・ボランティア団体等の市民団体が行う

公益活動の促進と、広く市民参加機会の創出を図

るため、よりニーズに応じた支援となるよう、事

業の見直しに取り組みます。 

また、市民団体が有する専門的な知識や技能等

が地域コミュニティ活動等において発揮できるよ

う、地区まちづくり推進委員会などへの連携に向

けた支援に取り組みます。 
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２ 人がつながる定住環境づくりの推進 

 

 

● 進学や就職により都市圏などへ転出した人のＵターンを促進するためには、働く場の

確保や子育て支援策の充実が必要です。また、Ｉターン者を増やすためには、魅力ある

独自の定住支援制度と地域における定住環境づくりが必要です。 

● 空き家は増加傾向にあることから、地域や町内会等の機能を維持するためにも、Ｕ・

Ｉターン者の住居利用をはじめとした空き家の有効活用が必要となっています。 

● 少子化の要因の一つに晩婚化・未婚化が挙げられることらか、独身男女の出会いの機

会を増やすとともに、結婚までに結び付ける仕組みづくりが必要です。 

 

 

 

● Ｕ・Ｉターン希望者向けの就労体験などの定住支援制度を充実して「はまだ暮らし」

の情報発信を積極的に行い、Ｕ・Ｉターン者の定住環境づくりを進めます。 

● Ｕ・Ｉターン者や学生等の住居利用をはじめとした空き家の有効活用に向けて取り組

みます。 

● 独身男女の出会いの場を創出し、結婚支援を行うボランティア団体等と連携しながら、

独身男女の結婚活動を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

Ｕ・Ｉターン者数の増加 

平成26年度 平成33年度 
各種支援制度を通じたＵ・Ｉタ

ーン者の数 34人 50人 

Ｕ・Ｉターン者との意見交換会の
開催回数の増加 

平成26年度 平成33年度 

意見交換会の年間開催回数 
1回 3回 

(3) 主要施策 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

① Ｕ・Ｉターン定住支援制度の充実 

Ｕ・Ｉターン者向けの就労体験のインターンシ

ップ事業メニューを充実し、都市圏の若い女性を

中心とした受入支援に取り組みます。 

特に、Ｉターン者には日頃のサポートが重要で

あることから、「（仮称）定住世話人」の設置や困

り事などの声を聴く場を設けるなど、地域と行政

等が協働したサポート体制の構築を進めます。 

また、核家族化が進む一方で、子育て家庭と高

齢者世帯などの家族のサポートによる就業支援

に繋げるための多世代同居支援制度の実施に向

けた検討を進めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○シングルペアレント受入

事業 

○ふるさと農業研修生育成

事業 

○はまだ暮らしインターン

シップ事業 

○Ｕ・Ｉターン者交流事業 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

Ｕ・Ｉターン相談件数の増加 

平成26年度 平成33年度 
定住フェア、空き家バンク制度

等を通じた年間相談件数 255人 300人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

空き家バンク登録件数の増加 

平成26年度 平成33年度 
空き家バンクへの年間登録物

件数 13件 20件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

婚活イベント参加者数の増加 

平成26年度 平成33年度 市主催又は助成団体が開催す

る婚活イベントの年間延べ参

加者数 
162人 200人 

② 定住支援情報の受発信 

本市や県・関係機関等のホームページ、ＳＮＳ

などを活用し、魅力ある「はまだ暮らし」の情報

提供に努めるとともに、都市圏で開催される「定

住フェア」や各種相談会で定住支援情報を提供し、

Ｕ・Ｉターン希望者のニーズの把握に努めます。 

また、引き続き定住相談員による相談サービス

の充実に取り組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○定住フェアへの参加 

○定住相談員配置事業 

○定住情報の動画配信 

結婚相談や出会い事業などの結婚支援活動を行

うＮＰＯ法人等の民間団体に対し、その活動支援

を行うとともに、独身男女の出会いイベントを積

極的に企画・開催し、独身者の結婚活動の支援に

取り組みます。 

また、「（仮称）縁結び相談員」の配置による縁

結び支援の仕組みづくりを進め、多くの独身男女

が結婚まで結び付くよう取り組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○男女の出会い創出事業 

 

④ 結婚活動支援の充実 

③ 空き家を有効活用した定住支援 

地域や町内会、商店街等における空き家を活用

した取り組みを支援し、Ｕ・Ｉターン者向けの住

宅改修費用助成に取り組みます。 

また、空き家バンク制度における空き家物件と

利用希望者の登録件数の増加に向けた支援制度に

取り組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○空き家バンク事業 

○学生シェアハウスの整備 
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３ 大学等高等教育機関と連携した地域づくり 

 

 

● 本市では、島根県立大学浜田キャンパスの開学以来、「大学を核としたまちづくり」を

重要施策として位置付け、大学・行政・地域住民の三者連携に取り組んでいます。 

● 島根県立大学では、社会情勢の変化や地域ニーズに対応した大学改革に着手される一

方、平成 25年度から 5年間、文部科学省の「地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ（Center 

of community）事業）」の採択を受けるなど、「地域のニーズに応え、地域と協働し、地

域に信頼される大学」の実現を目指しています。 

● 地域の再生・活性化という課題解決に向けて、今後も大学の知的資源を活用するとと

もに、若い学生の力を最大限引き出せるよう支援することが必要です。 

 

 

● 知的資源や多様な人材を持つ大学等高等教育機関と地域との連携によるまちづくりを推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

市民交流促進事業実施件数の増
加 

平成26年度 平成33年度 
大学等と市民団体とが実施する
交流事業の 6年間の合計件数 6件 50件 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 大学等と市民との交流推進 

島根県立大学及びリハビリテーションカレッ

ジ島根の教員又は学生と連携して交流事業等を

行う市民団体にその費用の一部を補助すること

により、大学等高等教育機関で学ぶ学生の地域活

動への参画を促し、地域との交流を深めます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○市民交流促進事業 

○小中学生学習支援事業 

○浜田広域子ども交流事業 

② 大学等の知的資源活用 

県立大学の教授陣と産業振興や地域振興施策

について共同研究を行い、より実効性の高い行政

施策の展開を目指します。そのためにも、地域の

課題解決に向けた新たな学部を増設いただくよ

う働きかけ、学生や研究者が本市に集まるよう市

も一体となって大学の魅力化を図ります。 

また、県立大学等の公開講座や特別講演会等へ

の市民参加を促進するほか、島根大学、放送大学、

県内高等教育機関との連携を深め、生涯学習機能

としての活用を図ります。 

〈主な事業・取り組み〉 

○県立大学との共同研究事業 

○大学等高等教育機関生涯教

育促進事業 

○県立大学への学部増設要望 
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目標 現状値 目標値 目標の説明 

県立大学との共同研究実施件数
の増加 

平成26年度 平成33年度 
県立大学と浜田市が実施する共
同研究の 6年間の合計件数 4件 24件 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

新入生浜田探索ツアー参加者数
の増加 

平成26年度 平成33年度 大学等の新入生を対象に実施す
る浜田探索ツアー参加者の 6 年
間合計人数 38人 1,000人 

③ 大学等の学生支援 

市内の高等教育機関で学ぶ学生に、浜田市に親

しみ・興味を持ってもらえるよう、また卒業後の

定住に繋がるよう、市の魅力ＰＲや学生主催行事

への活動支援を行います。 

〈主な事業・取り組み〉 

○大学等行事(学園祭等)への

助成 

○新入生浜田探索ツアー事業 

○学生シェアハウスの整備 
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４ 人権を尊重するまちづくりの推進 

 

 

● 差別のない社会をつくる上で、「人権の尊重」は非常に重要な課題です。しかし、人権

問題は、知的理解にとどまる傾向にあり、実践力が十分に身についていない現状があり

ます。 

● 人権課題の中で、同和問題は解決の方向に進んでいるものの、依然として差別意識が

根強く存在し、差別事象が後を絶たない状況にあります。また、女性や子ども、高齢者、

障がいのある人、外国人などをめぐっては、様々な人権問題やいじめ、虐待、インター

ネット等による誹謗中傷などの人権侵害が後を絶たない状況にあります。 

● このため、同和問題をはじめとする様々な人権課題の解決に向けて、自分のみならず

他人の人権も大切にする、お互いを尊重し合うという人権感覚を醸成する人権教育・啓

発の推進がさらに求められています。 

 

 

 

● 誰もがお互いに認め合い、人権問題を正しく理解して認識を深めることで、社会全体

の人権意識の高揚を図り、日常生活で人権尊重の意識を感覚として身につけ、行動でき

る社会の実現に向けた取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① すべての人が大切にされる人権啓発の推進 

人が輝き文化のかおる人権尊重のまちづくりに

向けた理念を浸透させるため、「浜田市人権尊重都

市宣言」を平成 20年に制定しました。 

人はお互いに、人間らしく生きたいという願い

と幸せに生きる権利を持っています。 

差別を憎み、許さない社会を構築していくため

には、教育や啓発が最も重要であることから、地

域や公民館、事業所等における人権啓発を推進し、

すべての人が大切にされ、思いやりのある社会の

実現を目指します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○人権尊重のまちづくり推進

事業 

○人権啓発推進事業 

○同和教育推進事業 
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目標（①、②共通） 現状値 目標値 目標の説明 

人権研修会等の開催回数の増加 

平成26年度 平成33年度 
地域や公民館における各種人
権啓発に関する研修会の年間
開催回数 

42回 64回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 子どもの命と人権を守る活動の推進 

一人ひとりの子どもたちが心身ともに健康で

健やかに育つことは、私たちすべての願いです。 

家庭や地域、各関係機関・団体等が一体となっ

て子どもの生活にしっかりと目を向け、温かいか

かわりを深めていけるように、人権・同和教育を

すべての教育の基底に据え、人を人として大切に

する子どもの育成に取り組みます。 

〈主な事業・取り組み〉 

○人権教育推進事業 
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５ 男女共同参画社会の推進 

 

 

● 女性の社会進出が進む中、法の下に男女の平等がうたわれていますが、家庭や地域社

会において性別による固定的な役割分担や慣習は依然として存在しており、女性の社会

参加を促す条件整備は立ち遅れているのが現状です。 

● 女性が主体的に地域活動に参画でき、家庭や地域、職場において男女それぞれに人権

が尊重され、いきいきと暮らせる調和のとれた環境づくりが必要です。 

 

 

 

● 行動や慣習の中に根強く残る固定的な役割分担意識に気づき、克服していくため、男

女共同参画社会を目指すための啓発活動や学習会に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 現状値 目標値 目標の説明 

審議会等への女性参画率の増加 

平成26年度 平成33年度 
浜田市男女共同参画推進計画に

掲げる審議会等への女性参画率 25.2％ 40.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現状と課題 

 

(2) 基本方針 

 

(3) 主要施策 

 

① 男女がともに参画する社会の実現 

男女共同参画社会を実現するための指針となる

「浜田市男女共同参画推進計画」に基づき、男女

がお互いに対等なパートナーとして、それぞれの

能力を十分に発揮できる環境づくりのため、職場

や地域をはじめとしたあらゆる分野における啓発

活動を積極的に推進します。 

〈主な事業・取り組み〉 

○男女共同参画推進事業 


